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現在、地球温暖化が急速に進み、世界中でその影響による大規模な気象災害が国内外で発

生するようになりました。国は２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする「カー

ボンニュートラル」を目指すことを表明し、２０３０年までの温室効果ガスの排出削減目標をそれ

までの目標値から大幅に引き上げました。脱炭素社会の実現に向けた取組がより一層求めら

れており、私たちを取り巻く生活環境は、様々な地球規模の環境問題に直面しています。 

これらの環境問題の多くは、私たちの日常生活や事業活動に起因しており、私たち一人ひと

りが環境問題に関心をもって、環境に配慮した取り組みを進めて行くことが重要です。 

渋谷区では、令和５年４月に「渋谷区環境基本計画２０２３」及び「渋谷区環境基本計

画２０２３行動計画（第１期）」を策定しました。計画が目指す渋谷区全体の意識改革・

行動変容に向け、「くらし」、「みどり・生きもの」、「資源・ごみ」、「エネルギー・温暖化

対策」、「意識」の５つの分野について、目標像と令和９年度（２０２７年度）を目標年度

とする数値目標を掲げ、施策を進めているところです。 

このような状況の中、渋谷区で暮らし、働き、学び、訪れる人々に環境問題について関心をも

っていただき、一人でも多くの人々が新たな環境配慮行動へと繋げていけるよう、区民、事業者

の皆様とともに、持続可能な社会の実現に向けて、魅力的で快適な環境都市づくりを目指して

まいります。 

この冊子は、渋谷区の環境についての現状に加え、「渋谷区環境基本計画２０２３」及び

「渋谷区環境基本計画２０２３行動計画（第１期）」に基づき実施した令和６年度の活動状

況をまとめたものです。環境問題は誰かが解決してくれるのではなく、解決の主役はすべての人

であるので、一人ひとりが環境問題について理解と関心を深めていただき、一人でも多くの人々

の環境配慮行動へと繋がるきっかけとしてご活用いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 
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分野ごとの目標の実現に向け、区民等、事業者、区が協力して進めていく最も基本となる行動を示

す「方針」を掲げ、それぞれの方針に沿って施策の方向と施策を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 目標の実現に向けた施策体系 

方針 

２-１ みどりと生きものを 

育む 

３-１ ごみとなるものを 

減らす 

３-２ 適正に処理する 

５-１ 意識を変える 

５-２ 行動を促す 

２-２ 魅力的で質の高い 

みどりを創出する 

４-３ 気候変動による影響 

に適応する 

４-２ 建物・まちの 

脱炭素化を進める 

 

４-１ 暮らし・事業活動の

脱炭素化を進める 

 

１-１ 安心して暮らせる 

まちをつくる 

１-２ 快適に過ごせる 

まちをつくる 

世 界 中 か ら 訪 れ る

人々に誇れる 

快適で美しいまち 

小さなみどりが 

つながり、 

多様な生きものを 

育む、 

みどり豊かなまち 

可燃ごみの焼却 

から脱却し、 

ごみとなるものを生

み出さないまち 

環境のために 

一人ひとりが意識を変え、 

「賢い選択」によって、 

大きな力を生み出すまち 

目標 分野 

意識 

エネルギー 

・温暖化対策 

資源・
ごみ 

みどり・ 
生きもの 

くらし 

計画が目指す 

渋谷区の姿 

 

３ 

変
え
よ
う
意
識
を
、
動
こ
う
今
す
ぐ 

み
ん
な
の
た
め
に
、
自
分
の
た
め
に 

～
持
続
可
能
な
社
会
と
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
、 

一
人
ひ
と
り
が
意
識
を
変
え
、
行
動
す
る
ま
ち
へ
～ 
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施策の方向 主な施策 

★：リーディングプロジェクトを設定する重点施策 

リーディングプロジェクト 

渋谷クール 

プロジェクト 

サステナブル渋谷 
プロジェクト 

２-２-１ みどりの創出 

２-２-２ みどりの啓発 

緑道の整備、天然芝生化の推進★ 等 

多様な緑化による「見えるみどり」の創出、

「小さな森プロジェクト・ポケットパークプロジ

ェクト」の推進★ 等 

ふれあい植物センターの拠点化 等 

３-１-１ 食品ロスの削減 

食品ロスに関する普及啓発★、 

食品リサイクルの推進 等 

リデュース・リユースを軸とした３Ｒへの

意識改革★、集団回収・拠点回収の充実・

拡大 等 

３-１-３ 事業系ごみ対策の推進 

３-２-１ 適正処理の推進 

事業者への意識啓発・指導の徹底 等 

分別・排出の徹底 等 

環境情報の提供、環境に関する普

及啓発の推進★ 等 

開発事業における環境配慮の促進 等 

１-１-１ 生活環境の保全 

１-２-１ 喫煙ルールの徹底 

大気環境の監視・測定、 

自動車騒音の監視 等 

喫煙ルールの徹底★ 等 

落書き防止活動・シール除去作業等の

実施★ 等 

１-２-３ 人にやさしいきれいなまちづくり 人にやさしいまちづくりの推進 等 

都市型水害への対策、防災情報の

共有・普及啓発 等 

暑熱環境の緩和対策★、ヒートアイラ

ンド現象等に関する普及啓発 

住宅、事業所の ZEH・ZEB 化等の促

進、区有施設の脱炭素化★ 

渋谷クリーン 

プロジェクト 

みどりの渋谷 

プロジェクト 

渋谷むだなし 

プロジェクト 

● 落書き消去グループの活動支援 

● 民間と連携した公衆喫煙所の

整備推進 

● 小さな森プロジェクト・ 
ポケットパークプロジェクト 

● 校庭の天然芝生化 

● “シブラン”三ツ星レストラン 

● 容器包装類削減アクション 

● 地産再生可能エネルギーの 

区消推進 

● クールスポットネットワーク 
の整備 

４-１-１ 気候危機意識の共有 

● 渋谷サステナブル・アワード 

● シブサス（シブヤサステナブ

ル推進協議会） 

１-２-２ 落書きやシール貼等への 

対策の推進 

３-１-２ リデュース・リユースを軸とした３Rの推進 

５-１-１ 情報発信・広報 

５-１-２ 環境学習・環境教育の推進 

５-２-２ 区役所の率先行動 

環境イベント・環境講座の実施 等 

情報交換・情報共有の場づくり★ 等 

区施設における再生可能エネルギー等

の導入促進 等 

５-２-１ 行動と協働の促進 

４-３-３ 熱中症・感染症対策 

４-２-２ 都市の脱炭素化 

４-１-３ 移動の脱炭素化 

４-２-１ 住宅・建物のゼロエミ化 

４-３-２ 暑熱対策・ヒートアイランド対策 

４-３-１ 風水害への対策 

気候変動適応に関する普及啓発、 

若者の意識醸成 等 

自転車利用の促進、ZEV の導入促進 等 

創エネルギーと再生可能エネルギ

ー電力の導入促進★ 等 

４-１-２ 暮らし・事業活動の脱炭素化 

２-１-１ みどりと生物多様性の保全 

熱中症対策の推進、感染症に関する普

及啓発 
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１ 計画の位置づけ 

渋谷区環境基本計画２０２３【行動計画】（第１期）は、渋谷区環境基本計画２０２３に掲げる環境施

策等を進めていくための具体的な事業の実施内容と、区民等・事業者・区の環境保全に向けた行動の

指針を示すものであり、概ね３年ごとに作成・見直しを行う実行計画となるものです。 

 

２ 計画の構成 

渋谷区環境基本計画２０２３数値目標、リーディングプロジェクト、区の実施計画の以上３つで構成

されます。 

 

３ 計画の運用 

渋谷区環境基本計画２０２３に示した施策を着実に実行していくため、次の方法により毎年度、各施

策に基づく事業の実施状況の点検、評価と改善を図ります。 

①リーディングプロジェクトに進行管理指標を設定し、取り組みの実施状況を毎年度、点検します。 

②各施策の具体的取り組みに記載した各年度の内容について、実施状況を毎年度、点検します。 

 

４ 評価方法 

① 令和６年度の行動計画の実施状況、進捗状況を評価し、表中に記載した。 

② 評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画どおり実施できた Ａ 

一部実施できた Ｂ 

進捗がなかった Ｃ 

事業終了 Ｄ 

その他 Ｅ 

Ⅲ 計画の構成と進捗状況の評価方法等 
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 ＜次ページ以降 各分野の施策と進捗状況の見方＞ 

 

 

 

 

 

  

施策の内容、進捗状況など 

施策の方向 

施策名 
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Ⅳ 各分野の施策と進捗状況 
 

 

 

 くらし 

 

（１）目標 

  世界中から訪れる人々に誇れる快適で美しいまち 

 

（２）数値目標と現状値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リーディングプロジェクト 

世界中から訪れる人々に誇れる快適で美しいまちの実現に向け、商業・業務地域において大きな課

題となっている落書き対策、喫煙対策を重点的に進めていくため、「落書き防止活動、シール除去作業等

の実施」、「喫煙ルールの徹底」を「くらし」分野における重点施策に位置づけます。 

これらの施策を推進するため、次のリーディングプロジェクトを展開します。 

 

「くらし」分野のリーディングプロジェクト 

 

 

 

令和９（２０２７）年度の目標値 現状値 

◆大気汚染物質の環境基準 全地点達成 

二酸化窒素  ２／２全地点達成 

オキシダント ０／１地点達成 

（令和６（２０２４）年度） 

◆自動車騒音の環境基準 全地点達成 
２／５地点達成（令和６（２０２４）年

度） 

◆区内の落書き消去 

美化指数の向上（重点地区内

の落書き密集地の美化指数

平均） 

９０％以上 ９３．２％（令和６（２０２４）年） 

１－１ 安心して暮らせるまちをつくる 

区民等・事業者・区が協力して、大気汚染や騒音、振動、悪臭等への対策を進め、きれいな

空気と静けさに包まれ、安心して暮らせる生活環境を確保します。 

１－２ 快適に過ごせるまちをつくる 

区民、事業者だけでなく、区内で学び、働く人々、買い物などに訪れる人々を含むすべての

人々が協力して、落書きやごみ、たばこの吸い殻等のポイ捨てがなく、快適に過ごせるまちを

つくります。 

＜渋谷クリーンプロジェクト＞ 

● 落書き消去グループの活動支援 

● 民間と連携した公衆喫煙所の整備推進 

１ １ 
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区民、事業者、学生等と協力して落書きを消す活動を展開します。また、地域や事業者と協力して、落書

きをしにくいまちづくりを展開します。 

 

◆取り組み概要 

●ボランティア清掃活動のスキームを応用し、ボランティアで落書き消しを行いたい個人またはグループ

を募集し、公共物や準公共物をターゲットに落書き消去活動を実施する。 

●擁壁、公共施設の塀等、落書きされてしまっている場所は、所有者に落書き消去を促し、その都度消

去することで落書きを抑止する。 

 

◆進捗状況・評価                                       〔担当：環境整備課〕 

 

 

 

路上喫煙を防止し、吸う人・吸わない人が共存し、吸い殻のポイ捨てのないまちをつくっていくため、たば

この製造・販売事業者、店舗等と協力して、公衆喫煙所を整備する仕組みづくりを進めます。 

 

◆取り組み概要 

●区設置の喫煙所を整備するとともに、渋谷区公衆喫煙所設置費等助成制度を活用して、公衆喫煙所

を増設し、路上喫煙の抑制を図る。 

●喫煙所の整備・運営に、たばこ製造事業者、民間団体等の協働を推進し、協働事業者には喫煙所を 

社会貢献の場として活用できるよう支援することで、民間主導の喫煙所の増設を図る。 

●渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例により、建物の延べ面積が 

１万㎡を超える建築物を建築する際等、喫煙施設の設置を義務付けているため、本条例を適正に運

用し、喫煙所の増設を図る。 

 

◆進捗状況・評価                                       〔担当：環境整備課〕 

 

取り組み内容 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

啓発講座の実施 継続 継続 Ａ 

落書き通報の仕組みの構築 運用 運用 
Ａ 

落書き通報件数 ２５０件 ４３３件 

落書き消去サポーター団体数 ２０団体 ３８団体 Ａ 

取り組み内容 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

民間と連携した公衆喫煙所の整備推進 設置 設置 
Ｂ 

公衆喫煙所設置費等助成件数 ３件 ２件 

① らくがき消去サポーター事業、落書き消去支援事業 

②民間と連携した公衆喫煙所の整備推進 
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（５）施策と評価 

１－１ 安心して暮らせるまちをつくる 

１－１－１ 生活環境の保全 

➀大気環境の監視・測定 

 

  

 

区内の大気汚染状況を監視するため、区内３か所に測定局を設け、常時測定を行っています。 

 

●局別測定項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局 名 測定場所 

大 気 汚 染 気 象 

ＮＯ ＮＯ２ Ｏｘ ＳＰＭ 
風向 

風速 

気温 

湿度 

本町 
児童青少年センター 

フレンズ本町 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

北参道 

※R6.3.31廃止 

千駄ヶ谷出張所 
○ ○  ○ ○  

副都心中央 国道２４６号施設 ○ ○  ○   

大 気 汚 染 の 常 時 測 定 
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●環境基準 

環境基準とは環境基本法第１６条の規定にもとづき、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び

騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持す

ることが望ましいとされる基準で、規制の基準ではなく、「行政上の目標」となる基準です。 

 

●主な大気汚染物質と環境基準 

 

短 期 的 評 価 

１日平均値、８時間値、または各１時間値を環境基準と比較します。 

 

長 期 的 評 価 

浮遊粒子状物質については、年間の１日平均値のうち、高い方から２％の範囲内にあるものを除外

したあとの最高値（２％除外値）を環境基準と比較します。 

二酸化窒素については、年間の１日平均値のうち、低い方から９８％に相当するもの（９８％値）を比

較します。 

 

 

   

大気測定局 

 

二酸化窒素（ＮＯ２） 
１時間値の１日平均値が０．０４ｐｐｍから０．０６ｐｐｍのゾーン内また

は、それ以下であること。 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 
１時間値の１日平均値が０．１０ｍｇ／ｍ３以下であり、かつ１時間値が

０．２０ｍｇ／ｍ３以下であること。 

オキシダント（Ｏｘ） １時間値が０．０６ｐｐｍ以下であること。 

大気汚染に係る環境基準と評価方法 
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●調査結果 

 

令和６年度の評価 

環境基準値を超えた日はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
度 

測定局 

有効 

測定 

日数 

平均値 
１時間値の

最高値 

日平均値が

０．０６ｐｐｍ 

を超えた日数 

日平均値 

年間９８％値 

環境基準の長期 

的評価（日平均値

が０．０６ｐｐｍ）を

超えた日数 

（日） （ｐｐｍ） （ｐｐｍ） （日） （ｐｐｍ） （日） 

令

和 

５ 

本町 ３６４ 

 

 

０．０１２ ０．０７４ ０ ０．０３２ ０ 

北参道 ３５８ 

 

０．０１６ 

０．０２４ 

 

０．０８３ ０ ０．０３８ ０ 

副都心中央 ３６４ ０．０２１ ０．０８２ ０ ０．０４０ 

 

０ 

 

令

和 

６ 

本町 ３６５ ０．０１１ ０．０７０ ０ ０．０２９ ０ 

副都心中央 ３６２ ０．０２２ ０．０８０ ０ ０．０３８ ０ 

 

二酸化窒素（NＯ2） 
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令和６年度の評価 

環境基準値を超えた日はありません。 

 

 

 

 

令和６年度の評価 

本町測定局（児童青少年センター）は９９日、環境基準値を超える日がありました。 

  

年
度 

測定局 

有効 

測定 

日数 

年平均値 
１時間値の

最高値 

１時間値が

０．２０ｍｇ／ｍ
３を超えた  

時間数 

日平均値が

０．１０ｍｇ／ｍ
３を超えた  

日数 

日平均値の

２％除外値 

環境基準の長期

的評価（日平均値

が０．１０ ｍｇ／ｍ
３を超えた日数） 

（日） （ｍｇ／ｍ３） （ｍｇ／ｍ３） （時間） （日） （ｍｇ／ｍ３） （日） 

令

和 

５ 

本町 ３６３ ０．０１３ ０．０５１ ０ ０ ０．０２７ ０ 

北参道 ３６４ ０．０１４ ０．１３８ ０ ０ ０．０３２ ０ 

副都心中央 ３６４ ０．０１６ ０．０８３ ０ ０ ０．０３０ ０ 

令

和 

６ 

本町 ３５５ ０．０１３ ０．０９９ ０ ０ ０．０３３ ０ 

副都心中央 ３６３ ０．０１６ ０．０８２ ０ ０ ０．０３５ ０ 

年
度 測定局 

昼間 

測定 

日数 

昼間の１時間

値の平均値 

昼間の１時間値

が０．０６ｐｐｍを

超えた日数 

昼間の１時間値

が０．１２ｐｐｍ以

上の日数 

昼間の１時間値

の最高値 

昼間の日最高

１時間値の平

均値 

（日） （ｐｐｍ） （日） （日） （ｐｐｍ） （ｐｐｍ） 

令和５ 本町 ３６６ ０．０３４ ７２ １ ０．１２５ ０．０４９ 

令和６ 本町 ３６５ ０．０３７ ９９ ５ ０．１５１ ０．０５３ 

浮遊粒子状物質（SPM） 

 

オキシダント

（OX） 
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光化学スモッグは、自動車や工場の排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化水素が紫外線を受けて

複雑な化学反応をおこし、酸化性の強いオキシダントに変わり空中を漂うことによって発生します。 

光化学スモッグの被害に遭うと、目がチカチカしたり、のどが痛んだりなどの症状がでます。すぐに目

を洗い、うがいをするなどの応急処置をしましょう。応急処置が終わったら、地域保健課地域医療係公害

保健担当（☎０３－３４６３－２４３３）に、症状などを連絡してください。 

光化学スモッグの注意報、学校情報については、東京都が発令すると同時にＦＡＸを送信する一斉同

報システムを使い通報しています。通報先は、区内の公立・私立の小中学校、高等学校、幼稚園、保育

園及び公共施設で、令和７年３月現在１９８か所です。 

 

●光化学スモッグ注意報発令件数   区南部（渋谷区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）とは  

 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）は、大気中

に漂う粒径２．５μｍ※以下の粒子状物質

です。呼吸器系の奥深くまで入りやすいこ

となどから、人の健康に影響を及ぼすこと

が懸念されています。 

※ μｍ：マイクロメートル（１ミリの千分の１） 

年 
平成 

２７年 

平成 

２８年 

平成 

２９年 

平成 

３０年 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

発生

回数 
７ １ ３ ３ ５ ５ １ ４ ２ ６ 

微小粒子状物質（PM２.５）について 

光 化 学 ス モ ッ グ 対 策 
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環 境 基 準 

環境省が、環境基本法第１６条第１項に基づいて「人の健康の保護および生活環境の保全のうえで

維持されることが望ましい基準」として、以下のとおり環境基準を定めています。 

環境基準値：１年平均値 １５μｇ※／ｍ３以下、かつ１日平均３５μｇ／ｍ３以下 

※ μｇ：マイクログラム（１グラムの百万分の１） 

 

注意喚起のための暫定的な指針  

環境省では、平成２５年２月１３日に大気汚染及び健康影響の専門家による「ＰＭ２．５に関する専

門家会合」の第１回を開催しました。その後、平成２５年２月２７日に開催された第３回専門家会合にお

いて専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。 

その後、平成２５年前半の実績等を踏まえた第５回専門家会合における運用に関する改善策を経

て、平成２６年１０月２９日に開催された第６回専門家会合において、運用に関する改善策が取りまと

められ、同年１１月２８日に運用に関する第２次の改善策が示されました。 

 

注意喚起のための暫定的な指針 

※１ ＰＭ２．５に係る環境基準の短期基準は日平均３５μｇ／ｍ３であり、日平均の年間９８パーセンタイル値で評価 

※２ 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等 

※３ 暫定的な指針となる値である日平均を一日のなるべく早い時間に判断するための値 

 

  

 

レベル 

暫定的な指針となる値 

行動の目安 

注意喚起に用いる値※３ 

午前中の早めの 

時間帯での判断 
午後からの活動に 

備えた判断 

日平均値（μｇ／ｍ３） 

５時〜７時 ５時〜１２時 

１時間値（μｇ／ｍ３）※３ 

Ⅱ ７０超 

不要不急の外出や屋外での激

しい運動をできるだけ減らす。 

（高感受性者※２においては、体

調に応じて、より慎重に行動する

ことが望まれる。） 

８５超 ８０超 

Ⅰ ７０以下 
特に行動を制約する必要はな

いが、高感受性者は、健康への
影響がみられることがあるため、
体調の変化に注意する。 

８５以下 ８０以下 

環境基準 ３５以下※１ 
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●微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の測定結果 

令和５年度月平均値（μｇ／ｍ３）    測定期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

年 月 渋谷区宇田川局 全局（４７局） 区部（２８局） 多摩部（１９局） 

令和５ 

４ １１．７ １１．２ １１．６ １０．５ 

５ １１．２ ９．５ ９．７ ９．０ 

６ １１．８ １０．６ １０．８ １０．３ 

７ １１．７ １１．１ １１．０ １１．１ 

８ ８．５ ７．６ ８．０ ７．１ 

９ ７．８ ７．３ ７．２ ７．４ 

１０ ８．３ ７．２ ７．５ ６．８ 

１１ １２．４ ９．８ １０．５ ８．８ 

１２ １１．２ ９．６ １０．７ ８．１ 

令和６ 

１ ９．０ ７．３ ８．６ ５．７ 

２ １２．５ ６．７ ７．４ ５．６ 

３ １０．６ ９．３ １０．１ ８．１ 

平均値 １０．５ ８．９ ９．４ ８．２ 

令和６年度月平均値（μｇ／ｍ３）    測定期間：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

年 月 渋谷区宇田川局 全局（４７局） 区部（２８局） 多摩部（１９局） 

令和６ 

４ １０．５ １１．７ １２．２ １１．１ 

５ ８．４ ８．２ ８．４ ７．７ 

６ ８．８ ８．５ ８．４ ８．８ 

７ １３．８ １３．５ １３．５ １３．６ 

８ ８．１ ８．４ ８．３ ８．３ 

９ ７．９ ７．５ ７．４ ７．５ 

１０ ８．１ ７．３ ７．５ ６．９ 

１１ ８．９ ７．９ ８．４ ７．２ 

１２ ７．８ ６．６ ７．５ ５．４ 

令和７ 

１ １０．２ ８．０ ９．０ ６．７ 

２ １２．５ ７．２ ７．６ ６．７ 

３ １０．８ １０．９ １１．６ ９．８ 

平均値 ９．６ ８．８． ９．２ ８．３ 

注意喚起を促す、一日平均値７０μｇ／㎥を超える日はありませんでした。 
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②自動車騒音の監視 

 

●基準点騒音及び交通量測定結果 

騒音規制法第１８条（常時監視）に基づく騒音調査を実施しています。 

調査の結果は東京都知事を経由して環境大臣に報告され、国道・都道の低騒音舗装敷設の指針

値となっています。 

また、東京都道路沿道環境対策検討会では、この結果を受けて優先的対策道路区間の選定や各

種対策の実施を促進して、道路交通騒音の改善に努めています。 

対象道路は、高速道路・国道・都道・４車線以上の区道であり、５年以内の頻度で測定しています。 

 

  

測定日  令和６年２月２６日～２月２７日 

 

  

測定日  令和７年２月５日～２月６日 

 

 

 

地  点 

環境基準 

（ｄＢ） 

等価騒音レベル 

（ｄＢ） 
交通量（台／日） 

昼間 夜間 昼間 夜間 騒音測定側 騒音測定の反対側 

一般国道２４６号（神宮前５－５３） 

７０ ６５ 

６８ ６６ １９，７５２ １８，７５０ 

環状６号線（鉢山町１４） ６７ ６６ ９，９７２ ９，７０２ 

古川橋二子玉川線（広尾５－７） ６７ ６５ １１，２７４ １５，００６ 

角筈和泉線（本町１－５６） ６５ ６１ ４，０２０ ４，９０２ 

区道８８７号（東３－２） ６６ ６４ ８，６９４ ６，７０２ 

地  点 

環境基準 

（ｄＢ） 

等価騒音レベル 

（ｄＢ） 
交通量（台／日） 

昼間 夜間 昼間 夜間 騒音測定側 騒音測定の反対側 

一般国道２０号（代々木２－１３） 

７０ ６５ 

７１ ７０ ２８，９３２ ２６，７３０ 

環状６号線（本町３－３３） ６８ ６６ ２１，３３６ ２１，９９０ 

芝王子新宿線（千駄ヶ谷３－１４） ６９ ６６ １５，７２６ １５，９２４ 

淀橋渋谷本町線（本町３－１４） ６２ ６０ ８，９４０ ９，００６ 

区道１０４５号（神南１－１２） ６７ ６３ ３，７５６ ３，９５４ 

自 動 車 騒 音 の 常 時 監 視 

 

令和５年度調査結果 

 

令和 6年度調査結果 
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 ③自動車交通による大気汚染等の発生抑制に向けた取組の推進 

●低公害車導入の促進 

区内の中小企業の方が、環境に配慮した低公害車・低燃費車を購入する際に必要な資金を低利で

借入できるように、金融機関の協力による融資のあっせんを行っています。 

●電気・水素自動車の導入 

令和６年度末現在、公用車として電気自動車を３台保有しています。また、職員が業務の為に共同

で使用する共用車として総務部門の部署で電気自動車を２台、土木部門の部署で電気自動車を１台

保有しています。 

 

 

 

 

●渋谷地区駐車場地域ルール 

渋谷駅周辺は、公共交通機関が発達しており、自動車での来街が特に少ない地域です。建物の建

築の際に東京都駐車場条例に基づいて附置義務駐車場が整備されると、駐車需要量を大きく上回る

駐車施設が整備されることにより、逆に不要な自動車を呼び込むことにもなりかねません。 

そこで、地域に適正な量の駐車場を整備するために、平成２３年１２月に施行した渋谷地区駐車場

地域ルールにより、附置義務駐車場台数の減免を認め、不要な自動車の流入を抑制することで排ガ

ス等の削減が見込まれます。 

実績として、駐車場地域ルールの施行から令和６年度までに合計４０４台分の附置義務駐車場台数

が減免されています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 出典：渋谷地区駐車場地域ルール運用マニュアル 

 

  

駐車施策に伴う台数 

路上駐車 

収容 

減免台数 

平常期需要台数 

余裕台数  

 

附置義務台数 

附置義務台数 

（現行法制度） 
当該建築物の需要台数 

（繁忙期需要台数） 

地域貢献として確保する 

駐車スペース 

附置義務台数 地域ルールの適用イメージ 

自動車交通に過度に依存しないまちづくり 
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●地域荷捌き駐車場の整備 

地域荷さばき駐車場とは、自建物の周辺地域の荷さばきを受け入れる目的で整備されるもので、周

辺の路上で行われている荷さばきの削減により、歩行者中心の快適な歩行環境の創出だけでなく、自

動車交通の円滑化を図り、渋滞を抑制することで、排ガス等の削減が見込まれます。 

実績として、渋谷パルコ、渋谷フクラス及び渋谷アクシュにおいて、「地域荷さばき駐車場」が運用さ

れています。 

 

渋谷フクラスにおける地域荷さばきイメージ 

 
 

 

 

●渋谷駅周辺における地下駐車場ネットワークの整備 

渋谷駅周辺の開発が連携して、地下駐車場ネットワークを結ぶことにより、駅付近の交差点への負

荷の軽減を図り、交通渋滞の抑制により排ガス等の削減が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：渋谷駅中心地区まちづくり指針２０１０ 

地域荷さばき 

駐車場 

地域荷さばき 

対象エリア 

開発後の 

自建物 

運用時期：令和元年 12 月～ 

地域荷さばき駐車場：7 台 

出典：渋谷駅周辺地域交通戦略 

交通渋滞の抑制 
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④騒音・振動・悪臭の防止等に係る事業所への指導 

 

 

 

工  場 

 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下「環境確保条例」）では、定格出力の合計が

２．２キロワット以上の原動機を使用する工場、定格出力の合計が０．７５キロワット以上の印刷機等を使

用する工場などを条例上の「工場」とし、新設や設備を変更したりする場合には、事前に認可を受けるこ

とを義務付けています。 

 

 

指 定 作 業 場 

 

「環境確保条例」では、工場に該当しない事業場等で、公害発生のおそれのある事業場等（２０台以

上の自動車駐車場・ガソリンスタンドなど３２種類）を指定作業場とし、設置あるいは変更する場合には

事前に区へ届出をしなければなりません。 

 

    区では、工場の認可申請や指定作業場の設置・変更の届出があると、公害防止方法 

が適切か否か書類審査及び現場調査を行い、公害の未然防止を図っています。 

 

 

特 定 施 設 

 

騒音規制法と振動規制法では、工場や事業場に設置している機械のうち特に著しい騒音・振動を発

生させる機械（送風機・印刷機など）を「特定施設」といい、特定施設を設置する工場、事業場を「特定

工場等」といいます。また、これらの特定施設を設置、変更する場合は、３０日前までに届け出なけれ

ばなりません。 

 

●騒音規制法・振動規制法・環境確保条例に基づく届出事業場数 

 

 

種  別 令和５年度 令和６年度 

騒音規制法（特定施設） ２８３ 件 ２８７ 件 

振動規制法（特定施設） ３５ 件 ３４ 件 

工   場 ２８８ 件 ２９０ 件 

指定作業場 ８３２ 件 ８３５ 件 

工場・指定作業場・特定施設 
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建設工事において、著しく騒音・振動を発生させる機械を使用する作業を「特定建設作業」としていま

す。 

騒音規制法・振動規制法では、機械の種類、使用期間などを記入した書類を工事開始の７日前までに

届出することを義務付けています。 

区では、「特定建設作業」の届出の際に、建設業者に対して、周辺住民に対する工事の事前説明と騒

音・振動等の対策を十分に行い、近隣とのトラブルの発生を未然に防ぐよう指導しています。 

また、現場調査の結果、「特定建設作業」により基準を超える騒音・振動が発生しているときは、法律

に基づき改善勧告などの措置をとることができます。 

 

●特定建設作業の届出件数 

 

 

  

 

 

 

             

 

土壌は、重要な役割を果たす環境の構成要素です。土壌汚染の原因として、廃棄物の不法投棄、工

場・事業場の排水の流出等があげられます。 

平成１３年１０月１日から「環境確保条例」に基づき、有害物質取扱事業者や大規模開発を行う事業者

に対し、また、平成１５年２月１５日からは「土壌汚染対策法」に基づき、使用が廃止された有害物質使用

特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者に対し、土壌汚染に係る調査を義務付

けています。 

 

 

  

関連法規 令和５年度 令和６年度 

騒音規制法 ４１４ 件 ３６６ 件 

振動規制法 ２４８ 件 ２５９ 件 

特 定 建 設 作 業 

土  壌  汚  染  対  策 
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 ⑤近隣公害に関する相談への対応 

 

 

 

エアコン、換気扇、洗濯機やテレビなど、日常生活の身近なところで発生している騒音を生活騒音とい

います。生活騒音は、人が活動することに伴って発生するものであり、これを環境確保条例にある規制

基準によって一律に規制することは、日常生活に制限を加えることになり、なじみにくいものと言えます。 

生活騒音のトラブル防止のためには、お互いに理解することが必要です。また、そのためには、日頃

のご近所とのコミュニケーションが大切です。 

 

●「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める生活騒音に関する騒音の規制基準 

                                    （単位：デシベル） 

 

（１） 基準の適用は、敷地境界線上です。 

（２） 一般基準（第１・２種低層住居専用地域・第１種文教地区を除く。）のうち学校、保育所、病院等の

敷地の周囲おおむね５０ｍの区域内では、５デシベルを減じた基準になります。 

（３） 指定された繁華街：渋谷区では、宇田川町（２２番・２３番）、道玄坂二丁目（１番～６番、２９番、３０

番）、道玄坂一丁目（４番）のうち幅員１８ｍ以上の道路並びにその境界線から１０ｍ以内の区域 

（４） 保育所その他の規則で定める場所において、子供（６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者）及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加す

る者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しません。  

①声②足音、拍手の音その他の動作に伴う音③玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類する 

ものの使用に伴う音④音響機器等の使用に伴う音  

生 活 の 中 の 騒 音 
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騒音・振動・悪臭などの環境に係る苦情を受け付け、指導により問題の解決にあたっています。 

生活様式や居住環境の変化に伴い、苦情の内容も多岐にわたり、規制基準以下のものや規制対象

外の苦情も増えています。 

 

●発生源別苦情受付件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●公害現象別苦情受付件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音計・振動計の貸し出し 

 

エアコンや機械などから、どのくらいの音や振動が出ているかなどを 

知りたい方のために、騒音計・振動計の貸し出しを行っています。 

（１回、１週間以内） 

問い合わせ先 環境整備課 公害指導係 

渋谷区宇田川町１－１区役所本庁舎（１２階） 

電話 ０３－３４６３－２７５０ 

発生源種別 令和５年度 令和６年度 

一  般 １０７ 件 １５１ 件 

 飲食店 ５４ 件 ８０ 件 

 商店・ビル ３５ 件 ２８ 件 

 家 庭 ０ 件 ０ 件 

 その他 １８ 件 ４３ 件 

建設工事 １０４ 件 １５０ 件 

工場・指定作業場 ０ 件 ０ 件 

計 ２１１ 件 ３０１ 件 

現 象 別 令和５年度 令和６年度 

騒  音 １２８ 件 ２１４ 件 

振  動 ２４ 件 ３３ 件 

悪  臭 ２５ 件 ２４ 件 

粉じん ２２ 件 ２２ 件 

その他 １２ 件 ８ 件 

計 ２１１ 件 ３０１ 件 

公 害 等 に 関 す る 苦 情 



23 

 

 

 

 

区では「渋谷区特定商業施設の立地調整に関する条例」により、店舗面積が１，０００㎡を超える飲食

店等や、２００㎡を超える小売店及び３００㎡を超える飲食店等のうち深夜営業を行う店舗を「特定商業

施設」と定めています。 

該当する店舗には、区との事前協議及び出店計画の届出提出を新規出店または変更の５か月前まで

に実施することと、届出をした日から５か月以内に近隣住民に対する説明会を実施することを義務付け

ています。 

また協議の結果、商業施設の出店により、周辺の地域の生活環境及び商業環境に著しい影響を与え

る恐れがある場合は、区が改善または是正を図ることができます。 

  

特定商業施設の立地調整 
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事 業 目 的 

３月下旬から７月上旬にかけてはカラスの繁殖期にあたり、樹木や電柱に巣を作ります。この巣で抱

卵から雛の子育てを行い、巣に外敵を近づけないようにするため、人に対して激しく鳴いたり、急降下し

て脅したり、足で蹴ったりして威嚇や攻撃することがあります。このような繁殖期のカラスによる区民など

への威嚇・攻撃の被害に対応するため、巣の撤去（巣の中の雛、卵の捕獲、採取を含む）、巣から落ちた

雛の捕獲（自然環境に戻れず、親カラスの威嚇が激しい場合）、巣の所在が判然としない場合の調査の

実施によって、区民などの安全を確保します。 

 

事 業 者 委 託 

① 巣の撤去（雛の捕獲、卵の採取のため） 

② 落ち雛の捕獲（親鳥の威嚇が激しい場合） 

③ カラスの威嚇があるが、巣・雛の所在が判然としない場合の調査 

 

巣の撤去条件  

営巣【雛、卵が中にある場合】の確認ができて、頻繁にカラスの威嚇、攻撃の被害がある場合。 

なお、空巣・古巣はごみの扱いなので捨てることができます。捨てる際は、清掃事務所（電話：０３－５

４６７－４３００）にご連絡ください。 

 

撤 去 対 象 

① 民有地（ただし、個人住宅・個人の所有地・管理組合のない集合住宅に限る） 

② 渋谷区の所有地 

※ただし、雛が巣から落ちた場合は、親カラスの威嚇・攻撃が激しいため、どの場所でも撤去対象に

なります。 

 

撤 去 対 象 外 

① 上記「撤去対象」以外の民有地（事業用マンション・アパート・事業所・私立学校等） 

② 神社・教会等の敷地 

③ 都道・国道・都営住宅などの他の公官庁の所有地や電柱（東京電力） 

 

巣・雛の調査  

同じ場所で威嚇、攻撃の被害があり、巣の所在が判然としない場合 

※ 威嚇・攻撃がなく、単に鳴き声がうるさい・群れているなどの状況の場合、調査は行いません。 

 

 

 

 カラス対策 
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委 託 件 数 

 

 

 

 

 

区内にカラスが多い理由  

① カラスの生息数はエサの量と大きくかかわっているため、渋谷区のように飲食店が多くエサの供給

が豊富なところではカラスが多く繁殖しやすい環境であり、被害も多く発生します。 

② 区内には、木々が繁茂した大きな公園などがあり、カラスや野鳥にとってねぐらに適した環境が整

っています。 

 

カラスの繁殖・被害を防ぐ３つの決め手  

① ごみ出しを適切にする。 

② 樹木のせん定を適切に行い、巣を作らせないようにする。 

③ カラスよけネット等を正しく使いごみの出し方に注意する。 

 

～カラスよけネット貸出場所～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼内容 令和５年度 令和６年度 

巣の撤去 ９ ９ 

雛の捕獲 ９ １３ 

調  査 ８ １ 

計 ２６ ２３ 

貸出場所 住   所 電   話 

清掃事務所 渋谷１－２－１７ ０３－５４６７－４３００ 

清掃事務所 宇田川分室 宇田川町１１－９ ０３－３４６２－８３１３ 

本町リサイクルセンター 本町１－５６－２ ０３－３３７２－１０２０ 

カラスよけネットは 

こちらで貸出をしています。 
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⑥有害化学物質への対策  

 

              

渋谷区では「渋谷区ダイオキシン問題等審議会」を設置しており、ダイオキシン類の排出規制に係る

区の方針、規制のあり方及びその影響、ダイオキシン類の環境調査に関することなどを審議することを目

的としています。近年は、安全な暮らしに問題のないレベルであるため、令和５年度以降の開催は一時

休止とし、重大な事態の発生時のみ開催することとしました。 

 

               

区内の７地点の大気を年２回（夏・冬）、４地点の土壌の調査を行っています。大気は、１回の調査で７

日間の連続採取を行い、その平均値を算出しています。 

大気の状態はその日の気象により変化します。より平均的な値を測定できる調査へと充実を図りまし

た。 

※ 「渋谷区ダイオキシン類の排出規制に関する条例」を平成１１年１０月１日に施行し、ダイオキシン

類の排出抑制に大きな成果を上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大気中ダイオキシン類濃度調査 

土壌中ダイオキシン類濃度調査 

 

渋谷区ダイオキシン問題等審議会 

 

 

 

ダイオキシン類調査 
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●大気中ダイオキシン類濃度年平均値                            （単位ｐｇ－ＴＥＱ／ｍ３） 

環境基準：年平均０．６ｐｇ－ＴＥＱ／ｍ３以下（※７日間連続採取） 

 

●土壌中ダイオキシン類濃度                                   （単位ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ） 

 

環境基準：１０００ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ以下 

年度 
渋谷清掃 

工  場 

加計塚 

小学校 

神宮前 

小学校 

鳩 森 

小学校 

中 幡 

小学校 

富 谷 

小学校 

猿 楽 

小学校 

平成２６ ０．０５１ ０．０３４ ０．０３２ ０．０３５ ０．０３１ ０．０３１ ０．０３２ 

平成２７ ０．０２４ ０．０２５ ０．０２７ ０．０２４ ０．０２３ ０．０２３ ０．０２０ 

平成２８ ０．０２２ ０．０１８ ０．０１９ ０．０１９ ０．０１８ ０．０１８ ０．０１８ 

平成２９ ０．０２３ ０．０１８ ０．０２２ ０．０２３ ０．０２３ ０．０２０ ０．０２１ 

平成３０ ０．０２４ ０．０２５ ０．０２７ ０．０３０ ０．０２３ ０．０２１ ０．０２０ 

令和元 ０．０２３ ０．０２１ ０．０２３ ０．０２１ ０．０１９ ０．０１８ ０．０１８ 

令和２ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２２ ０．０２２ ０．０１８ ０．０２０ ０．０２０ 

令和３ ０．０１８ ０．０１６ ０．０１７ ０．０１７ ０．０１５ ０．０１４ ０．０１３ 

令和４ ０．０１６ ０．０１４ ０．０１４ ０．０１５ ０．０１３ ０．０１３ ０．０１８ 

令和５ ０．０１１ ０．００９５ ０．０１０ ０．００９９ ０．００９６ ０．００８２ ０．００８４ 

令和６ ０．０１４ ０．０１２ ０．０１１ ０．０１３ ０．０１２ ０．０１２ ０．０１２ 

年度 渋谷四丁目 松濤二丁目 広尾四丁目 恵比寿西一丁目 

平成２６ １５ ２．１ １６ ０．１０ 

平成２７ １６ ０．７７ ２０ ０．１２ 

平成２８ １２ ０．４９ １９ ０．０８２ 

平成２９ １４ １．８ １５ ０．１４ 

平成３０ １２ １．３ ２３ １．１ 

令和元 １６ ０．８４ ２４ ０．１２ 

令和２ ２０ ２．１ ２７ ０．１２ 

令和３ １２ １．１ ２５ ０．８０ 

令和４ １９ ０．６２ １７ ０．６２ 

令和５ １５ ０．１６ １６ ０．２９ 

令和６ ― ― ― ― 
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アスベストは、耐火性・断熱性・防音性に優れ、また安価であることから、建築資材として様々な形で

使用されてきました。アスベストは、吸い込むことにより深刻な健康被害を引き起こす可能性があるた

め、アスベストを含む建築資材は、段階的に使用が禁止されてきましたが、アスベストが使用された建

築物等は、近年建替えの時期を迎えています。健康被害や環境汚染を未然に防ぐため、アスベストの

飛散防止等に関しては法令等により規制されています。 

 

●アスベスト含有吹付け材などの解体工事 

建築物の解体等の際にアスベストを含有する建材の除去等を行う時には、大気汚染防止法及び環

境確保条例により、１４日前までに届け出ることが義務付けられています。 

 

●特定粉じん排出等作業実施届出、石綿飛散防止方法等計画届出件数 

 

 

 

 

 

「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」 

区では、建築物の解体工事に伴うアスベストの飛散防止の徹底、騒音や振動などによるトラブル防

止を図るため、工事内容等の近隣住民への事前周知などを求めています。 

 

●解体工事計画の事前周知に関する届出件数 

 

 

 

 

 

 

 

区内の大気中におけるアスベスト濃度の実態を把握するため、

区内の交差点および後背地を含む１１地点において調査を行って

います。 

大気中の繊維数は微量で、安全・安心な暮らしに問題ないレベ

ルであることを確認しました。  

関連法規 令和５年度 令和６年度 

大気汚染防止法   ４１件   ３８件 

環境確保条例   ４０件   ３７件 

関連法規 令和５年度 令和６年度 

渋谷区建築物の解体工事計画の

事前周知に関する条例 
 ３０３件  ３２２件 

大 気 中 ア ス ベ ス ト 調 査 

 

ア ス ベ ス ト 対 策 
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●大気中アスベスト濃度測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考数値） 

１ 大気汚染防止法によるアスベスト取扱い事業場の敷地境界線における

アスベスト濃度の基準 

・・・・１０〔繊維数／リットル〕 

２ 作業環境測定基準による管理濃度（労働安全衛生法第６５条の規定に

基づくアモサイト・クロシドライト除く） 

・・・１５０〔繊維数／リットル〕 
・・・・１５０〔繊維数／リットル〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 測定場所 アスベスト測定値（繊維数／リットル） 

令和 
５ 

笹塚 
交差点 ０．０５６未満 

後背地 ０．０５６未満 

初台 
交差点 ０．０５６未満 

後背地 ０．０５６未満 

富ヶ谷 
交差点 ０．０５６未満 

後背地 ０．０５６ 

北参道 
交差点 ０．０５６未満 

後背地 ０．０５６未満 

渋谷橋 
交差点 ０．０５６ 

後背地 ０．０５６未満 

渋谷駅前 交差点 ０．０５６未満 

令和 
６ 

笹塚 
交差点 ０．０５６ 

後背地 ０．０５６未満 

初台 
交差点 ０．０５６ 

後背地 ０．０５６ 

富ヶ谷 
交差点 ０．０５６未満 

後背地 ０．０５６ 

北参道 
交差点 ０．０５６未満 

後背地 ０．１７ 

渋谷橋 
交差点 ０．０５６ 

後背地 ０．１１ 

渋谷駅前 交差点 ０．１１ 
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環境確保条例では、化学物質（ベンゼン、トルエン等５９種類）を１年間に１００㎏以上取り扱う工場

や指定作業場の事業者に使用量等の報告書の提出を義務付けています。 

 

●適正管理化学物質の使用量等の報告書届出件数 

 

 

 

 

●有機塩素化合物を使用するクリーニング店への情報提供 

有機塩素化合物を使用しているドライクリーニング店は、室内空気汚染による従事者の健康被害や

廃液漏洩による環境汚染を防止することが求められます。区では、定期的に施設を訪問し、営業者が

適切に自主管理するための情報を提供しています。 

 

 

１－２ 快適に過ごせるまちをつくる 

１－２－１ 喫煙ルールの徹底 

➀喫煙ルールの徹底 

●渋谷区喫煙ルール 

「歩行喫煙はしない」「たばこは決められた場所で吸う」という『渋谷区分煙ルール』を平成１５年８月

に定め、喫煙者のモラルとマナーの向上を図ってきましたが、平成３１年４月の『きれいなまち渋谷をみ

んなでつくる条例』改正に伴い、「屋外の公共の場所では喫煙しない」「たばこは決められた場所のみ

で吸うことができる」という『渋谷区喫煙ルール』を定めています。 

 

●喫煙ルールに基づく喫煙所の整備 

受動喫煙による健康へのリスク等により、屋外型喫煙所から屋内型喫煙所の設置切替の要望が多

くなっていることから、令和６年度は新たに屋内型公衆喫煙所を２か所設置しました。 

また、平成２７年３月に制定した「渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条

例」により、大規模建築物の屋内又はその建築物の敷地内に喫煙所の設置を義務付けることで、受動

喫煙に配慮された喫煙所を増設し、周辺の路上喫煙所を廃止していく取り組みも継続して進めていま

す。 

 

●分煙対策指導員による喫煙マナー指導 

 

 

 

関連法規 令和５年度 令和６年度 

環境確保条例   ２２件   ２２件 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

指導件数 ５５，５６１件 ５９，７４９件 ６０，３２４件 

化 学 物 質 の 適 正 管 理 
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●分煙対策指導員による過料徴収 

『渋谷区喫煙ルール』の指導を強化し、道路、公園、広場その他の公共の場所での喫煙に対し、過

料を科しています。 

 

 

 

 

 

②大規模建築物の建築主に対する公共喫煙施設設置の義務付け 

●喫煙施設設置届事前相談件数及び設置件数 

関連法規 

渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例 

 

 

 

 

 

 

③たばこの影響に関する情報の発信 
たばこが健康へ及ぼす影響について分かりやすく啓発するためのリーフレットを配布するとともに、

区ウェブサイトへも掲載し、広く普及啓発を図っています。 
また、毎年５月の世界禁煙デーに合わせ、たばこの健康への影響や禁煙についての記事を区ニュ

ースへ掲載しています。 

 

  

 令和５年度 令和６年度 

過料処分件数   １１，５０７件 １６，８４６件 

 令和５年度 令和６年度 

事前相談件数 ５件 １件 

設置件数 ２件 ３件 
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１－２－２ 落書きやシール貼等への対策の推進 

 

➀まちの美化に関するマナー・ルールの周知 

●ハロウィンごみゼロ大作戦ｉｎ渋谷実行委員会 

ハロウィン期間中における渋谷駅周辺のごみ問題を改善するため、実行委員会を立ち上げ、その

対応に取り組んでいます。 

・ごみステーション（回収ごみの一時保管場所）の設置 

・ボランティア清掃への支援 

 

②落書き禁止の啓発活動 
落書き禁止ポスターの掲示や、チラシ配布、動画配信を行っています。また、落書き発見時の通報

システムを令和２年４月から稼働し、落書きに関する情報の収集に取り組んでいます。 

 

③落書き防止活動・シール除去作業等の実施 
区民、事業者、学生等と協力して落書きを消去する活動や、人材育成のための講習会を開催してい

ます。また、落書き対策プロジェクトを実施し、落書き対策を進めています。 

 

④まちの美化に関する取組の推進 

●きれいなまちづくり推進協議会の運営 

区民、事業者そして区及び関係行政機関が一体となって協力してきれいなまちづくりを推進するた

め、「渋谷区きれいなまちづくり推進協議会」が設置されています。協議会では、下記の３点について

協議しています。 

（１）区民及び事業者の自主的活動の総合調整及び総合的な施策の実施に関すること。 

（２）環境美化・浄化推進重点地区の指定、変更及び解除に関すること。 

（３）その他条例の施行について必要と認められる重要事項に関すること。 

 

●きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 

美化運動を充実し、区内全域でさらに発展させるため、渋谷区では「きれいなまち渋谷をみんなでつ

くる条例」を平成９年１２月に制定しました。また、平成３１年４月１日に本条例を一部改正し、区内道路、

公園等公共の場所での喫煙を禁止しました。この条例の主旨は、区民と事業者そして区が一体となっ

て、協力してまちをきれいにしていこうとするものです。 

【条例での禁止事項】 

・たばこの吸い殻やごみの投げ捨て 

・落書き 

・犬の糞の放置 

・道路・公園等公共の場所での喫煙 

【除去勧告など】 

・空地の雑草繁茂に対する除去の勧告や命令 

・路上障害物の除去勧告 
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●空き地苦情受付件数の推移 

 

●地区美化推進委員会の活動支援 

区民の自主的組織として、町会や商店会が中心となって構成される「地区美化推進委員会」が、区

内に１０団体組織されており、さまざまな環境美化・浄化活動を行っています。 

また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」に基づき、来街者の多い地域で、吸い殻・空き缶等

の散乱が著しく、かつ青少年の健全育成が阻害され、特に環境美化・浄化の改善を図る必要がある駅

周辺地区を「環境美化・浄化推進重点地区」として定め、環境美化・浄化の啓発や区民の自主的組織

づくりの支援を行っています。 

 

●４．２８渋谷区一斉清掃の日・秋の条例啓発キャンペーンの実施 

４月２８日は「しぶやの日」で「渋谷区一斉清掃の日」です。この日を中心に一定期間、区民、事業者

及び区が一体となって清掃活動や環境美化に関する啓発活動を行います。 

特に渋谷駅前をはじめとして各重点地区においては、それぞれ一斉清掃のキャンペーン活動を行

い、環境美化・浄化活動のＰＲに努めています。 

また、平成１０年１０月１日から「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」が全面施行となったのを

機に、１０月、１１月を『条例啓発強化月間』として位置づけ、清掃活動などのキャンペーンを行ってい

ます。近年は、ハロウィン後の駅前清掃のため、渋谷駅周辺では１１月１日に実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

苦情受付 １６件 １５件 ２６件  ２６件 ３３件 
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●４．２８渋谷区一斉清掃の日参加人数推移                                   （人） 

各地区美化推進委員会 令和５年度 令和６年度 

渋谷地区 ９８ ２３８ 

幡ヶ谷・笹塚地区 ９３ ５９３ 

原宿地区 ５１２ ３９３ 

恵比寿・広尾・東地区 ２８０ ３７７ 

うえはら・とみがや地区 ９３ １３１ 

初台地区 ４７５ ３４０ 

西原地区 １１４ １６８ 

恵比寿・代官山地区 ２００ ３００ 

本町地区 ０ ３９１ 

千駄ヶ谷地区 １８０ １３５ 

美化推進委員会合計   
２，０４５ ３，０６６ 

小
学
校 

神南小学校 ８０ 

 

８０ 

臨川小学校 １１５ １００ 

長谷戸小学校 ２２０ ０ 

広尾小学校 １０５ ４０ 

猿楽小学校 ３００ ３００ 

加計塚小学校 ０ ０ 

常磐松小学校 １６４ １４０ 

幡代小学校 ７４０ ７４０ 

上原小学校 ４９２ ４２５ 

笹塚小学校 ５００ ２３４ 

西原小学校 ６３０ ６５７ 

富谷小学校 ５６８ ９０ 

中幡小学校 ４４０ ４５０ 

千駄谷小学校 １１４ ２１０ 

鳩森小学校 ５１ ８０ 

神宮前小学校 １２０ １２０ 

代々木山谷小学校 １２２ ８０ 

小学校 小計 ４，７６１ 

 

 

３，７４６ 

中
学
校 

広尾中学校 １７１ １３２ 

鉢山中学校 １１２ １２２ 

上原中学校 ３０ ０ 

 代々木中学校 ０ ０ 

原宿外苑中学校 ２６０ ０ 

笹塚中学校 ５８ ６０ 

松濤中学校 １２０ ４０ 

中学校 小計 ７５１ 

 

 

３５４ 

学園 渋谷本町学園 ８７０ ６００ 

小学校・中学校・学園計   ６，３８２ ４，７００ 

その他 ０ 

 

０ 

総参加人員  ８，４２７ 

 

７，７６６ 
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●ボランティア清掃活動の支援 

ボランティアで清掃活動を行おうとする団体に対する支援のため、清掃用具（ごみ袋、持ち手付きレ

ジ袋、軍手、火挟み）の貸出等の支援を行っています。 

 

●放置自転車等の対策 

区内の巡回・パトロールを実施し、月間スケジュールを組んでの警告・撤去活動を行っています。ま

た、電話での陳情に対する、警告や撤去活動も行っています。 

 

１－２－３ 人にやさしいきれいなまちづくり 

➀人にやさしいまちづくりの推進 

 
●渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想の策定及び進捗状況 

道路、公園及び公共的な建築物等を整備する際、東京都福祉のまちづくり条例に則り、バリアフリ

ーに配慮したまちづくりを進めてきました。 

また、平成２８年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に則り、社

会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行い、そのための環境整備として、バリアフリー

化の実施に努めています。 

渋谷駅周辺地区について、公共交通機関、建築物、道路及び公園等の面的・一体的なバリアフリー

化を推進し、今後区内全域のバリアフリーの充実を進めるため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」（バリアフリー法）に基づく、「渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定し

ました。 

  

平成３０年３月：「渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想」策定（令和７年３月改定） 

平成３１年３月：「渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想 特定事業計画」策定（令和７年３月改定） 

 

実績 

 令和５年度末時点 令和６年度末時点 

渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想に

基づく特定事業計画の進捗状況 

（対象区施設：２１か所・８１事業） 

延べ７１事業 

 

延べ７３事業 

 

 

②地域に密着した良好な景観形成の推進 

区民を主体とした関係者の参加と協働により、変化に富む地形、明治神宮や代々木公園などのみ

どりの拠点、地域の歴史的な文脈が垣間見られる資産、商業・業務地の個性的な景観、住宅地にお

ける潤いややすらぎを基調とした景観など、それぞれに個性のある景観形成を推進します。 

 

 



36 

 

 

 みどり・生きもの 

 

（１）目標 

小さなみどりがつながり、多様な生きものを育む、みどり豊かなまち 

 

（２）数値目標と現状値 

 

 

 
 

※ 出典：渋谷区みどりの実態調査（令和４（２０２２）年度） 
 
 

（３）方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リーディングプロジェクト 

小さなみどりがつながり、多様な生きものを育む、みどり豊かなまちの実現に向け、みどりが持つ効果

を区民等と共有し、みどりを守り育てる協働の取り組みを促進していくため、「『小さな森プロジェクト・ポケ

ットパークプロジェクト』の推進」、「天然芝生化の推進」を「みどり・生きもの」分野の重点施策に位置づけ

ます。 

これらの施策を推進するため、次のリーディングプロジェクトを展開します。 

 

「みどり・生きもの」分野のリーディングプロジェクト 

 

 

 

 

  

令和９（２０２７）年度の目標値 現状値※ 

◆緑被率２３％以上・緑視率２５％以上の達成 

緑被率２２．８％ 

地点別緑視率平均値２４．７％ 

（令和４（２０２２）年度） 

２－１ みどりと生きものを育む 

これまで蓄積してきたみどりを守り、未来に引き継いでいくとともに、協力して小さなみどりをまち

なかで育み、大きなみどりに連なるみどりのネットワークを形成していきます。 

２－２ 魅力的で質の高いみどりを創出する 

区民等がみどりを身近に感じられる機会を創出しながら、多様な手法によって魅力的で質の

高いみどりを創出していきます。 

＜みどりの渋谷プロジェクト＞ 

● 小さな森プロジェクト・ポケットパークプロジェクト 

● 校庭の天然芝生化 

１ ２ 
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①小さな森プロジェクト・ポケットパークプロジェクト 
 

 

木造住宅密集地域で防災機能の確保が課題となっている本町地区の一部を対象に、地域の防災性向

上を図るまちづくりを進めていく中で、地域住民の意見を取り入れながら地域の憩いの場となる小さな空間

を整備し、樹木等の植栽を施すことで、地域の防災機能の強化を図りつつ、みどりの創出を推進します。 

 

◆取り組み概要 

●公有地タイプ：本町二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目を対象に、防災性向上に向けたまちづく

りの中で、植栽空間を確保し、公園として整備する。 

●民有地タイプ：本町二丁目、四丁目、五丁目、六丁目及び緑視率が低く公園が不足する地区を対象

に、苗木配布を通じて、樹木（木×３本＝森）を育成する。 

●苗木は、東京都苗木生産供給事業を通じて入手する（区負担ゼロ）。 

 

◆進捗状況・評価                              〔担当：木密・耐震整備課、公園課〕 

 

 

 

校庭の天然芝生を適切に維持管理することで、子どもたちが日々の活動の中でみどりとふれあい、育む

機会を増やしていくとともに、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与していきます。また、区民をはじめとする

地域と連携して、芝生の管理運営を行う仕組みづくりを進めます。 

 

◆取り組み概要 

●地域住民、学校、子どもが協力して区立小中学校の校庭芝生の維持管理を行う体制をつくる。 

●区は、必要に応じて維持管理に必要なノウハウを持つ専門家や、管理活動をサポートする企業等をコ

ーディネートする。 

 

◆進捗状況・評価                                          〔担当：学務課〕 

 

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

小さな森・ポケットパーク整備の実施 
ポケットパークの見える化（プレート表示
等） 

整備・見える化の実施 

継続 
未実施 

Ｃ 空間の整備 １か所 ０か所 

みどりの配置 
整備に合わせた実施の

継続 
未実施 

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

校庭の天然芝生の維持管理 継続 継続 
Ａ 

天然芝生化実施延べ件数 ３件 ３件 

②校庭の天然芝生化 
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\ 

 

 

（５）施策と評価 

２－１ みどりと生きものを育む 

２－１－１ みどりと生物多様性の保全 

➀緑道の整備 
ササハタハツ（笹塚駅・幡ヶ谷駅・初台駅周辺）地区のまちづくりの一環として、代々木三丁目から笹

塚一丁目に続く玉川上水旧水路緑道（代々木緑道・初台緑道・西原緑道・幡ヶ谷緑道・大山緑道・笹塚

緑道）の再整備を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②保存樹木等の指定 

●緑の保護 

「渋谷区みどりの確保に関する条例」に基づく保存樹木・樹林の指定等により、崖地等に残る樹林地、

みどり豊かな住宅地や社寺の大径木等、現存するみどりを区民等と協力して保全します。 

 

 

 

 

 

③自主管理花壇の促進 
●公園の花壇を自主的に管理し、植栽管理、清掃等の公園維持管理を行います。 

 

 

 

 

 

④天然芝生化の推進 

●公園内を天然芝生化することにより、照り返しによるヒートアイランド現象を抑制し、緑と触れ合う機会

を増進します。 

 

 

 

 

 令和５年度 令和６年度 

保存樹木 ４０１本 ４００本 

保存樹林 １７か所 １７か所 

 令和５年度 令和６年度 

団体数 ４２団体 ４１団体 

公園数 ３５公園（４５か所） ３４公園（４４か所） 

 令和５年度 令和６年度 

天然芝生化実施延べ公園数 １３公園 １３公園 

総芝面積 ５，７２８㎡ ５，７２８㎡ 
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●校庭の天然芝生化 

「校庭の天然芝生化」を長谷戸小学校（平成２８年度）、鳩森小学校（令和元年度）、千駄谷小学校（令

和４年度）の３校で実施し、維持管理を継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組の推進 

●生きものの生息・生育環境となる質の高いみどりを官民の取組により増やし、つなげていくことを目標

とし、区立公園において、野鳥や昆虫の餌となる花や実のなる草木の植栽、公園内の池の水質改善

や外来生物の駆除等、生きものの生息に配慮した維持管理を進めています。また、地球全体の生物

多様性の保全と持続可能な利用を支えていくため、生物多様性の保全に配慮して生産されたことを示

す認証製品の使用を区民等及び事業者に呼びかけていきます。 

 

●再生可能エネルギーや高効率設備を積極的に導入するとともに、「渋谷区公共建築物等における木

材利用推進方針」に基づいて、木材利用を進め、二酸化炭素の排出抑制、建築物等における炭素固

定量の拡大等、地球温暖化防止に向け、環境に配慮した施設整備を図っています。 

 

  

千駄谷小学校 長谷戸小学校 鳩森小学校 
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２－２ 魅力的で質の高いみどりを創出する 

２－２－１ みどりの創出 

➀多様な緑化による「見えるみどり」の創出 

区では現在、大規模な緑地を核に、街路樹や中小規模の公園、住宅の庭などの緑がつながるまち

をめざし、既存の樹木・樹林の保全と屋上や壁面等の新たな緑の創出により、「緑の中に見え隠れす

るまち」づくりと「緑のネットワーク」づくりの取り組みを進めています。 

渋谷区にある大規模な緑地は、区民の生活環境や昼間区民の職場環境等を向上させています。こ

れらの優れた緑の資源を一層充実させ、次世代に継承することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●緑の育成・緑の普及啓発 

 

 

 令和５年度 令和６年度 

くみんの広場での苗木配布 ５００本 １０００本 

Ⅰ 優れた緑の資源の活用と将来への継承 

Ⅱ 細やかな緑の創出による都市環境の改善 

Ⅲ 新たな時代動向への対応 

Ⅳ 参加型社会への対応 

主要な課題 

○ 自然のネットワークとしての緑 

○ きめ細やかに育てた緑 

○ 区民の活動の舞台となる緑 

将来像と計画の目標 

1 計画的な緑づくりの推進 

－ 緑の量を確保し緑のネットワークを形成しよう － 

2 緑の保全・育成 

－ 緑の財産を大切に受け継ごう － 

3 新しい緑の創出 

－ 緑のなかに見え隠れするまちにしよう － 

4 緑をめぐるネットワークづくり 

－ 参加、共有、協働から区民が主役の緑をはぐくもう ― 

個別目標とその展開 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「小さな森プロジェクト・ポケットパークプロジェクト」の推進 
防災機能の確保が課題となっている木造住宅密集地域に対して、地域の防災機能強化を図りつつ、

みどりの創出を推進していきます。 

③公共施設の緑化推進 
渋谷区みどりの確保に関する条例に沿って、渋谷区の公共施設も緑化推進を図っています。 

今後も公共施設の新築、増改築にあわせて引き続き、緑化を推進していきます。 

④民間活力を活かした公園・緑地等の整備・管理運営の推進 
民間の開発事業等と連携して、地域の魅力とにぎわいを向上させる核となる公園・オープンスペース

の確保、活用を進めます。 

 

 

●「渋谷区みどりの確保に関する条例」の策定 （平成１３年４月改正条例施行） 

「渋谷区みどりの確保に関する条例」に基づき、３００㎡以上の土地において、建築物の新築、改築

および増築を行う場合に、緑化計画書の届出を義務付け、壁面緑化・屋上緑化等を推進しています。 

 

緑化すべき面積（①＋②） 

 

 

＊ 敷地面積が５，０００㎡以上の場合、０．２５以上 

＊ 総合設計制度などを用いた場合は、緑化率は別基準となります。 

 

 

●緑化計画提出件数と計画面積 

 

 

⑤道路等の都市施設における緑化推進 

道路予定地等の未利用地において、暫定的に緑化が可能な箇所が発生した場合、周囲も含めた土地

利用状況等を勘案して実施しています。 

 

 

 

 

 

 

年 度 
受付件数 

（ ）内は屋上 

敷地面積 

（㎡） 

緑化面積 

（㎡） 

屋上面積 

（建築面積） 

（㎡） 

屋上緑化面積

（㎡） 

令和５ ６５件（５１件） ８６，６６２ ２３，８８３ ５７，５４８ １６，３５９ 

令和６ ６６件（５７件） ７８，５９０ １７，１３４ ４３，６９４ １１，５０５ 

① 地上部＝（敷地面積－建築面積）×0.2以上 ② 屋上部＝（建築面積×0.2以上） ＋ 
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 ⑥みどりの満足度及び緑被率・緑視率の評価 

令和４年度に実施されたみどりの満足度調査によると、区の「みどり」に関する満足度については、回答

者の半数以上から満足しているとの回答が得られました。現在の緑被率を維持しつつ、区の施策の認知度

を高めるとともに、様々な情報発信を行い、区民が参加・協力しやすい体制を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年７月に策定した「渋谷区みどりの整備方針」が示した方向性を継承しつつ、 その後の国

や都の施策、区内のまちづくりの動向及び施策の進捗、みどりの現況と課題を踏まえ、みどりの保全・

創出・共創と、生物多様性の保全を一体のものとして進めていく「渋谷区みどりの基本計画」を令和６

年４月に改定しました。 

「渋谷区みどりの基本計画」では、「みどり・生きもの・人がつながるまち しぶや」を将来像として掲

げ、区内各地域の特性に応じて、みどりの量と満足度の向上を図り、令和９年度までの数値目標の達

成を目指すとともに、令和１５年度に向け更なる高みを目指します。まちの形成過程で蓄積されてきた

みどりを大切にしつつ、活発なまちづくりを通じて新たに創出するみどり、再生するみどりの質を高め、

つないでいくことで、潤いある暮らし、生きものの生息・生育環境、にぎわいが調和したまちを、みどり

を拠点に広げていきます。 

 

現在、確認できている緑被率は、令和４年度に実施した渋谷区みどりの実態調査によるものです。

令和４年６月にデジタル航空写真撮影を行い、６月１９日に撮影された航空写真画像から緑被地を画

像処理による自動抽出と目視により判読し、地理情報システムソフトウェアによって求積することで緑

被率を調査しました。また、抽出する緑被地の大きさは１ｍ２以上としました。 

その結果、緑被地総面積は３４４．１ｈａ、緑被率は２２．８％となっています。 

 

 

みどりの基本計画 

とても満足している

31人

11.3%

やや満足している

140人

51.1%

あまり満足して

いない

93人

33.9%

まったく満足していない

10人

3.6%
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緑被率調査結果の推移 

年 度 手 法 緑被率 

平成２５ 
デジタル航空写真分析 

２１．３％ 

令和４ ２２．８％ 

 

 

 

 

●現況緑被率と過年度調査の比較 

緑被率                                              上段：ｈａ 下段：％ 

注：小数点以下の数値について、四捨五入の関係で合計値が合わない場合があります。 

 

緑被率の推移（令和４年度の緑被率から対比年度の緑被率を減じた数値）上段：ｈａ 下段：ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：小数点以下の数値について、四捨五入の関係で差引増減及び合計が合わない場合があります 

 

年度 

構造物被覆地以外 
構造物 

被覆地 
総計 緑被地 

裸地 水面 合計 
樹木被覆地 草地 計 

平成 

１０ 

２８０．０ ３８．１ ３１８．１ ２６．６ ３．６ ３４８．３ １１６２．９ １５１１．２ 

１８．５ ２．５ ２１．１ １．８ ０．２ ２３．１ ７６．９ １００．０ 

平成 

１５ 

２７３．５ ３７．５ ３１１．０ ２４．２ ３．６ ３３８．８ １１７２．４ １５１１．２ 

１８．１ ２．５ ２０．６ １．６ ０．２ ２２．４ ７７．６ １００．０ 

平成 

２５ 

２８３．８ ３８．８ ３２２．５ １４．５ ３．４ ３４０．４ １１７０．８ １５１１．２ 

１８．８ ２．６ ２１．３ １．０ ０．２ ２２．５ ７７．５ １００．０ 

令和 

４ 

３０５．２ ３８．９ ３４４．１ １６．７ ３．２ ３６４．０ １１４７．１ １５１１．２ 

２０．２ ２．６ ２２．８ １．１ ０．２ ２４．１ ７５．９ １００．０ 

対比 

年度 

構造物被覆地以外 
構造物 

被覆地 
緑被地 

裸地 水面 合計 
樹木被覆地 草地 計 

平成 

１０ 

２５．２ ０．９ ２６．０ ▲ ９．９ ▲ ０．５ １５．７ ▲ １５．８ 

１．７ ０．１ １．７ ▲ ０．７ ０．０ １．０ ▲ １．０ 

平成 

１５ 

３１．７ １．４ ３３．１ ▲ ７．４ ▲ ０．５ ２５．２ ▲ ２５．３ 

２．１ ０．１ ２．２ ▲ ０．５ ０．０ １．７ ▲ １．７ 

平成 

２５ 

２１．４ ０．２ ２１．６ ２．３ ▲ ０．２ ２３．７ ▲ ２３．７ 

１．４ ０．０ １．４ ０．２ ０．０ １．６ ▲ １．６ 

現況緑被率と過年度調査の比較 
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●町丁目別緑被率 

令和４年度調査による町丁目別緑被率をみると、緑被率の高い町丁目の１位と２位は、代々木神

園町（８５．９％）と千駄ヶ谷六丁目（７７．８％）でした。代々木神園町には明治神宮及び代々木公園

が、千駄ヶ谷六丁目には新宿御苑が含まれています。 

緑被率の高い町丁目の３位から５位は、広尾四丁目（４３．７％）、東四丁目（３１．６％）、神南二丁

目（３１．１％）でした。広尾四丁目には日本赤十字社医療センター及び聖心女子大学が、東四丁目

には常陸宮邸及び国学院大学が、神南二丁目には代々木公園及び国立代々木競技場が含まれて

います。 

緑被率の低い町丁目の１位から５位は、道玄坂一丁目（３．７％）、道玄坂二丁目（５．７％）、渋谷

二丁目（６．７％）、円山町（６．８％）、本町六丁目（７．７％）でした。これらのうち１位から４位はＪＲ渋

谷駅周辺の商業地域に位置しています。 

 

  

令和４年度調査による町丁目別緑被率 
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２－２－２ みどりの啓発 

①ふれあい植物センターの拠点化 

●ふれあい植物センター概要 

渋谷清掃工場の還元施設として、平成１７年４月１０日にオープンした、室内型植物園です。 

園内で使う電気は、清掃工場で発電された電気の供給でまかなっています。令和５年７月２９日に

「栽培・収穫・消費」を体験できる植物園としてリニューアルオープンしました。「農と食の地域拠点」とし

てさまざまな情報発信をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい植物センターでは、「みどりのボランティア」を募り、植栽・果樹のお世話やハーブのメンテナン

ス等を行っています。 

令和７年３月の登録者数は２３３人でした。 

 

 

みどりのボランティア登録 

 

2階カフェ 

ボタニカルガーデン 
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＜令和 6年度イベント実施内容＞ 

園芸教室（家庭菜園講座） １周年イベント 

コンポスト講座 専門講座・企画 

サタデーファーム 里山ツアー 

区民マルシェ  

 

 

 

  

参加者数 

令和５年度 令和６年度 

８回（６，４９３人） 

※オンライン視聴を含む 

１２回（４，４５４人） 

※オンライン視聴を含む 

参加者数 
令和５年度 令和６年度 

８回（１５９人） ２２回（２１８人） 

参加者

数 

令和５年度 令和６年度 

１１回（６８人） ２７回（４２８人） 

園芸教室（家庭菜園講座） 

コンポスト講座 

サタデーファーム 
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②地域連携型みどりの体験交流の推進 

 

区外における自然観察会等の開催の拡充 

●宿泊を伴う御殿場移動教室（国立中央青少年交流の家）（小学校４年生） 

富士山の側火山の１つである小富士でトレッキングをしたり自然観察をしたりすることを通して、自

然に親しむ体験を行っています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

区内における市民農園等の設置の検討 

●地域の輪が広がる農園の整備 

玉川上水旧水路緑道の再整備において、「ＦＡＲＭ（育てる・育む）」というコンセプトを設定していま

す。地域の方が主体的に使え、交流でき、多世代がつながりコミュニティを育む場として農園を整備し

ます。 

現在は、先行的な取り組みである「仮設ＦＡＲＭ」にて水やりや作物の栽培などを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③みどりの表彰制度の創設・実施 
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３  資源・ごみ 

（１）目標 

可燃ごみの焼却から脱却し、ごみとなるものを生み出さないまち 

 

（２）数値目標と現状値 

 

（３）方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リーディングプロジェクト 

可燃ごみの焼却から脱却し、ごみとなるものを生み出さないまちの実現に向け、日々の生活に欠かせ

ない食品や容器包装類からごみを生み出さない取り組みを推進していくため、「食品ロスに関する普及

啓発」及び「リデュース・リユースを軸とした３Ｒへの意識改革」を「資源・ごみ」分野の重点施策に位置づ

けます。 

これらの施策を推進するため、次のリーディングプロジェクトを展開します。 

 

「資源・ごみ」分野のリーディングプロジェクト 

 

 

 

 

  

令和１５（２０３３）年度の目標値 現状値 

◆家庭ごみ （１人１日あたり） 
２５０ｇ 

（令和４（２０２２）年度値－１５０ｇ） 

３７０ｇ（令和６（２０２４）年度） 

（令和４（２０２２）年度値－３０ｇ） 

◆事業系ごみ（１人１日あたり） 
３３０ｇ 

（令和４（２０２２）年度値－１１５ｇ） 

４５３ｇ（令和６（２０２４）年度） 

（令和４（２０２２）年度値＋８ｇ） 

３－１ ごみとなるものを減らす 

３Ｒへの意識改革、ごみとなるものを減らし資源として活用するための様々な仕組みづくりを

進め、区民、事業者だけでなく、区内で学び、働く人々、買い物などに訪れる人々を含むすべ

ての人々が協力して、ごみとなるものをできる限り減らしていきます。 

３－２ 適正に処理する 

ごみの分別排出を徹底するとともに、排出されたごみを環境負荷の低減とコストの低減に配

慮し、適正に処理します。 

＜渋谷むだなしプロジェクト＞ 

● “シブラン”三ツ星レストラン 

● 容器包装類削減アクション 

３ 
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食品ロスの削減、地域の環境美化、ごみ削減に取り組む飲食店を、取り組みの内容に応じた星の数で

格付けしてＰＲする仕組みをつくり、食品ロスの問題等に対する区民等の意識啓発を図るとともに、飲食店

等による自主的な取り組みを促進します。 

また、「“シブラン”三ツ星レストラン」とフードシェアリングサービス「ＴＡＢＥＴＥ」と連携し、お互いの情報発

信により、食品ロスの削減と食品ロスの削減に対する区民意識の向上を図ります。 

◆取り組み概要 

●飲食店による食品ロスの削減、環境美化、ごみ削減への取り組みを「★」の数で評価し、「シブラン」と

して認証する。 

●フードシェアリングサービスを活用し、無駄になりそうな商品を消費者に上手く届けることで食品ロスの

発生を減らす。 

●区は、インターネット、パンフ等を用いて、区民、来街者に各店の格付け、取り組みの情報を発信する。 

 

◆進捗状況・評価                                  〔担当：清掃リサイクル課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

“シブラン”三ツ星レストラン認証制度 継続 継続 

Ｂ シブラン認証件数 ２０件  １件 

シブラン認証延べ件数 １００件 ６３件 

① “シブラン”三ツ星レストラン 
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区が主催するイベントにおいて、運営組織及び出展者と協力してリターナブル容器の活用を促進するた

め、リターナブル食器購入またはレンタルに対する助成を行います。 

また、レジ袋削減、マイボトル・マイカップの持参呼びかけ等を実践し、容器包装類の削減に向けた区民

等の意識啓発を図ります 

 

◆取り組み概要 

●区が主催するイベントについては、渋谷区エコイベント指針に基づき、環境負荷の低減を図った開

催とする。 

●各イベントでのリターナブル食器購入またはレンタルに対する助成を行う。 

●使い捨てプラスチック製品の過剰な使用を抑制するため、エコバックの持参をインターネット、パン

フ等を用いて区民等に呼びかける。 

 

◆進捗状況・評価                        〔担当：清掃リサイクル課、各イベント所管課〕 

  

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

容器包装類削減アクション 継続 継続 

Ｂ 
容器包装類の削減に取り組んだ区イベント件数  ２件 ２件 

リターナブル食器の購入またはレンタルに対する 

助成件数 
 ３件 １件 

②容器包装類削減アクション 
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（５）施策と評価 

３－１ ごみとなるものを減らす 

 

●渋谷区のごみの状況 

渋谷区のごみ量は平成元年度をピークに年々減少を続けています。これは限りある資源の有効活

用とごみの最終処分場の延命化を図るため、様々な施策を実施し、ごみの減量・リサイクルを進めて

きた効果です。 

平成 ９年度  新聞紙・雑誌・段ボール・びん・缶の集積所回収 

平成１０年度  紙パックの拠点回収 

平成１９年度  食品用発泡スチロールトレイの拠点回収 

平成２０年度  プラスチックのサーマルリサイクルと同時にペットボトルの集積所回収 

平成２１年度  食用油の拠点回収 

平成２２年度  衣類と布団の拠点回収、スプレー缶とカセットボンベの集積所回収 

平成２４年度  小型家電の拠点回収 

平成２５年度  自転車の拠点回収 

平成２８年度  蛍光管の拠点回収、フードドライブの実施 

平成３０年度  蛍光管の集積所回収 

令和 ４年度  プラスチックの集積所回収 

          おもちゃの拠点回収 

令和 ５年度  食器・調理器具の拠点回収（臨時） 

令和 ６年度  食器・調理器具の拠点回収（常設） 

 

●渋谷区のごみの排出量の推移（清掃事務所収集分） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 持ち込みごみは含んでいません。 

＊ 四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります。 

 

（単位：ｔ） 

（平成２７年度から令和６年度の１０年間で約１７％のごみが減っています。） 

 

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

48,788
47,929 47,570 47,049 47,545

48,365
46,941

43,320
41,476 40,810

2,134
2,026

1,954
1,877

1,877
1,995

1,811

1,646

1,522
1,433

1,414

1,427
1,500

1,483
1,519

1,741

1,816

1,862

1,767
1,421

粗大ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

52,335 51,382 51,024 50,409 50,941 52,101 50,567 46,829 44,765 43,663
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３－１－１ 食品ロスの削減 

➀食品ロスに関する普及啓発 

●しぶや・もったいないマーケット 

１０月の「食品ロス削減月間」、「３Ｒ推進月間」に合わせて、食品ロ

スの削減を中心に３Ｒ推進を広く区民に呼びかけるため、令和６年 

１０月１２日（土）に渋谷区文化総合センター大和田で開催しました。 

 

 

 

②食品リサイクルの推進 

●フードドライブ 

食品ロスの解消と有効利用のため、家庭で使いきれない食品を集め、ＮＰＯ法人フードバンク渋谷

を通して必要とされる方に届けられます。 

令和６年度の回収量は、１，３６７㎏でした。 

 

③生ごみの減量 

●生ごみの減量運動 

家庭から出る可燃ごみ全体の約３割は生ごみが占めています。 

生ごみの減量がごみの発生を抑制するのに効果的です。 

区では生ごみの減量への取り組みを推進します。 

ⅰ ごみを出さないライフスタイルを提案する。 

「買いすぎない」「作りすぎない」「食べ残さない」ライフスタイルの工夫でごみが減らせます。 

ⅱ 生ごみは捨てる前に水切りをする。 

生ごみの約８０％が水分であり、簡単な水切りでも約１０％の減量ができると言われています。 

生ごみは捨てるときは「ギュッ」とひとしぼりして、生ごみの量を減らしましょう。 

 

●生ごみ処理機・コンポスト容器のあっせん、購入費補助金の支給 

家庭から排出される生ごみ減量のために「生ごみ処理機」や「コンポスト容器」のあっせんや購入費

補助金の支給を実施し、生ごみの自家処理を推進しています。 

令和６年度のあっせん件数は、生ごみ処理機が６件、コンポスト容器は９件、補助金の支給は１３６

件でした。 
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 ３－１－２ リデュース・リユースを軸とした３Ｒの推進 

➀リデュース・リユースを軸とした３Ｒへの意識改革 

渋谷区では、持続可能な循環型社会の実現のため、３Ｒ（リデュ―ス・リユース・リサイクル）の取り

組みを積極的に推進してきました。 

更なる実現のためにライフスタイルの見直しなど、区民や事業者の３Ｒや環境に配慮した自主的な

行動が求められています。区民・事業者・区は役割を分担し、それぞれの責任を果たし、互いの理解を

深め、協働して循環型社会を構築していきます。 

 

●マイボトル用給水機の設置 

マイボトル利用の普及促進を図り、ペットボトル等の使い捨てプラスチック製品の使用抑制及びプラ

スチックごみの削減を推進することを目的として、マイボトル用給水機を区施設５か所に設置していま

す。 

●レジ袋の削減 

令和２年７月からレジ袋有料化が始まったことに伴い、レジ袋の国内流通量は有料化前（令和元年）

と有料化後（令和３年）を比較すると、約１０万ｔ減って（半減）います（環境省ホームページ内資料から

引用）が、まだまだごみとして捨てられています。 

レジ袋は作るにも処分するにもたくさんの資源、エネルギーが使われるため、引き続きレジ袋の削

減に取り組む必要があります。 

区においても、エコライフ・フェアなどのイベント時に買い物の際はマイバッグの利用を呼びかけてい

ます。 

ⅰ 買い物に行くときは「マイバッグ」を持参しよう。 

ⅱ 買い物の際はレジ袋を断りましょう。 
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②リサイクルセンターの運営と情報発信 

本町リサイクルセンターでは、再生木製家具の販売や新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・びん・缶・ペ

ットボトル・食品用発泡スチロールトレイ・小型家電・食用油・食器・調理器具・おもちゃの資源回収を行っ

ています。また、平成２４年７月から衣類・布団（布団については、現在休止中）を回収しています。平成２

８年７月から蛍光管の回収を行ってきましたが、平成３０年度から開始した集積所での回収量が増加した

ため、令和６年３月をもって終了しました。 

並木橋リサイクルセンターは、平成２９年３月で閉鎖、平成２９年５月から美竹分庁舎で美竹リユースコ

ーナーとして再開しました。 

 

リサイクルセンター等 

 

 

③集団回収・拠点回収の充実・拡大 

リデュース・リユースに努力してもリサイクルするものが完全になくなることはありません。また、リサ

イクルがうまく機能しなければ、再びごみが増える結果になり、循環型社会の構築にも影響を与えてし

まいます。区民の集団回収などのリサイクル活動への参加、事業者の自主的なリサイクルへの取り組

み、区はこれらの活動への支援など、環境への負荷が少なく効率的なリサイクルを、区民、事業者、区

の間で役割分担しながら、相互に連携して進めていきます。 

  

名称 所在地 電話 

木製家具 
委託 

販売 
引取 

再生 

展示 

販売 

◆本町リサイクルセンター 

渋谷区本町一丁目５６番２号 

 

電話：０３－３３７２－１０２０ 
― ○ ○ 

◆美竹リユースコーナー 

渋谷区渋谷一丁目２番１７号  

美竹分庁舎 

 

電話：０３－５４６６－１０２０ 

○ ○ ― 
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●資源回収事業の拡充 

渋谷区では、資源として新聞紙、雑誌、段ボール、缶、びん、ペットボトル、プラスチック、食品用発

泡スチロールトレイ、衣類、紙パック、食用油、まだ乗れる自転車、蛍光管、小型家電、食器、調理器

具、おもちゃ等を集団回収、集積所回収、拠点回収の方法で回収しています。 

 

集団回収 

１０人以上のグループで回収し、資源の回収業者に引き渡しています。 

令和５年度は２３７団体が参加し、回収量１，９４１ｔ、令和６年度は２３３団体が参加し、回収量１，９

６８ｔでした。 

 

集積所回収 

区のごみ集積所で週１回、新聞紙、雑誌、段ボール、缶、びん、ペットボトル、スプレー缶、カセットボ

ンベ、蛍光管、プラスチックを資源として回収しています。 

蛍光管は平成３０年７月、プラスチックは令和４年７月から集積所回収を開始しました。 

令和５年度の回収量は１４，６７４ｔ、令和６年度の回収量は１４，４４１ｔでした。 

 

拠点回収 

区施設に回収ボックスを設置し、紙パック、食品用発泡スチロールトレイ、食用油、小型家電、衣類、

蛍光管、おもちゃ、新聞紙・雑誌・段ボール・びん・缶・ペットボトル（下線部分はリサイクルセンターの

み）を回収しています。なお、平成２８年７月から蛍光管の回収を行ってきましたが、平成３０年から開

始した集積所での回収量が増加したため、令和６年３月をもって終了しました。また、まだ乗れる自転

車については、自転車集積所へ持込みとなっています。 

令和５年度の回収量は１６９ｔ、令和６年度の回収量は１７５ｔでした。 

 

④分別回収の徹底 

食用油のリサイクル 

使い終わった食用油、賞味期限切れの食用油は、回収しリサイクルすることで石鹸や塗料、バイオ・

ディーゼル燃料に生まれ変わります。 

平成２１年４月から食用油の回収を始め、令和６年度は、区施設１７か所で回収しています。 

 

紙パックのリサイクル 

紙パックは良質なパルプから作られており、リサイクルされてトイレットペーパーやティッシュペーパ

ーなど良質な紙の原料になります。令和６年度は区施設３７か所で回収しています。 
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食品用発泡スチロールトレイのリサイクル 

食品容器として便利に使われている発泡スチロールトレイはリサイクルし、再びトレイとして生まれ

変わります。令和６年度は区施設３７か所で回収しています。 

 

ペットボトルのリサイクル 

ペットボトルは軽くて、丈夫で、衛生的と便利な容器として生産量が大幅に増加しています。ペットボ

トルは、ポリエチレンテレフタレートという単一素材の樹脂からできており、再びペットボトルに生まれ変

わります。 

ペットボトルのリサイクルについては、急速に普及したペットボトルの排出量の増加への対応策とし

て、東京都が平成９年４月に「東京ルールⅢ」を策定し、ペットボトル店頭回収事業を開始しました。そ

の後、区内のスーパー等協力店や各集積所等において、それぞれ回収を行ってきましたが、集積所で

の回収量が増加する一方で、店頭での回収量が減少したため、店頭回収事業は、平成２７年２月末を

もって廃止し、現在は集積所等での回収のみ行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤プラスチックのリサイクル 

プラスチックはリサイクルすることで、再びプラスチックを作る原材料として利用することができます。 

令和４(２０２２)年７月から区内全域でプラスチックの分別区分を「可燃ごみ」から「資源」に変更し、集積

所で回収を行っています。 

分別・排出方法について、区民への周知・啓発を図っています。 

 

⑥ごみ減量に資するその他の施策について 

二酸化炭素排出量削減等を視野に入れ、ごみ減量に資する施策を幅広く検討します。 
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３－１－３ 事業系ごみ対策の推進 

➀事業者への意識啓発・指導の徹底 

事業系ごみの削減を進めていくため、商工会議所や渋谷区商店会連合会、各種業界団体等を通じ

て、講習会や研修会などを開催し、ごみに関する事業者への意識啓発を進めます。 

②事業系ごみのリサイクル促進 

一定規模の事業用建築物に対し、「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」に基づき、再利用率

８０％規制の徹底、再利用計画書の作成、廃棄物管理責任者の選任、ごみ・資源の保管場所の確保

を指導します。 

事業用建築物への立入指導を令和５年度は４２件、令和６年度は５０件実施しました。 

また、廃棄物管理責任者講習会を対面方式で開催していましたが、令和４年度からは、ＷＥＢによる

非対面方式による講習会としています。 

③拡大生産者責任に基づく発生抑制に関する製造・販売事業者への働きかけ 

国及び生産者・販売者に対して、拡大生産者責任に基づく発生抑制について、他の自治体や各種

団体等と協力して、積極的な働きかけを継続的に行い、レジ袋の削減、過剰包装の抑制、容器の減

量化を推進します。 

④双方向の情報交流 

清掃リサイクル事業に区民や事業者の意見を反映させるため、清掃協力会やリサイクル等推進員

と連携した情報収集・意見交換、区民・区民団体、事業者の意見交換の場づくりの検討など、双方向

の情報交流を促進します。 

 

３－２ 適正に処理する 

３－２－１ 適正処理の推進 

➀分別・排出の徹底 

区民や事業者への普及啓発、排出ルールの徹底、巡回等を通じた不法投棄の防止、処理が困難

な医療系廃棄物の適正な処理の指導、ごみ・資源の保管場所の確保等を進め、ごみの適正処理の基

本となる分別・排出の徹底を図ります。 

令和５年度の排出指導は３９６件、令和６年度は５２１件でした。 

②効果的・効率的な収集・運搬 

ごみ集積所に排出されたごみについて、現状の収集体制を基本として遅滞なく収集します。 

環境負荷の低減とコストの低減に配慮し、高齢社会の進展など社会情勢に対応した収集体制を検

討します。  
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③中間処理・最終処分 

●渋谷清掃工場 

渋谷清掃工場では、１日に約２００ｔの可燃ごみ（主に一般家庭から排出され

たもの）を焼却しごみの中間処理をしています。焼却処理は、ごみの体積を約２

０分の１にするとともに、ばい菌や害虫を焼却し、においを分解する衛生的にも

すぐれた処理方法です。 

しかし、清掃工場の焼却処理量や東京湾の埋め立て処分場の容量には限

界があり、ごみ減量に向けたライフスタイルの見直しは、私たち一人ひとりの課

題となっています。 

清掃工場はごみの減量を考える環境学習の場としても利用されており、毎年

大勢の見学者が渋谷清掃工場を訪れています。 

 

 

●最終処分場 

清掃工場などで処理した後の焼却灰等は、東京都が設置・管理する中央防波堤外側埋立処分場と

新海面処分場において埋立処分します。 

 

④処理費用負担の適正化 

事業系ごみ処理手数料の適正化を図ります。 
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４  エネルギー・温暖化対策 

（１）目標 

カーボンニュートラルの実現に向けエネルギーの効率的な利用と脱炭素化を一丸となって 

進めるまち 

 

（２）数値目標と現状値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 出典：オール東京６２市区町村共同事業提供資料 

※２ 再生可能エネルギーを利用する区民の割合については、今後、アンケート調査等により把握 

 

（３）方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和９（２０２７）年度の目標値  現状値※１ 

◆温室効果ガス（二酸化炭素）排出量 
平成２５（２０１３）年度比 

３９％削減 

二酸化炭素排出量 

１，８０３千ｔ－ＣＯ２ 

（令和４（２０２２）年度） 

削減率 ２６．９％ 

◆エネルギー使用量 
平成２５（２０１３）年度比 

２１％削減 

エネルギー使用量 

１８，８０１テラ・ジュール 

（令和４（２０２２）年度） 

削減率 １６．８％ 

◆再生可能エネルギーを利用する 

区民の割合※２ 
増加 ― 

４－１ 暮らし・事業活動の脱炭素化を進める 

日々の暮らし、事業活動において、節電を中心とする省エネルギー行動に加え、「省エネ家

電」「創エネルギー」「移動」に着目して、区民、事業者の行動を促進します。 

４－２ 建物・まちの脱炭素化を進める 

既存の住宅、建物における省エネルギー性能の向上と再生可能エネルギー設備の導入を

進めるとともに、新築時のＺＥＨ・ＺＥＢ化を促進します。また、再生可能エネルギー、未利用エ

ネルギーを含む電力、ガス、熱等のエネルギーを組み合わせて、地域全体でエネルギーを効

率よく使うことができるまちをつくります。 

４－３ 気候変動による影響に適応する 

気候変動や、気候変動が日々の暮らし、事業活動に及ぼす影響をそれぞれの主体が理解

し、災害や健康被害等へのリスクに備えます。また、都市型水害やヒートアイランド対策を含む

暑熱対策を進め、しなやかで強靭さを備えた都市を築きます。 

４ 
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（４）リーディングプロジェクト 

脱炭素社会を見据えて再生可能エネルギーの導入を促進していくため、め、「創エネルギーと再生可

能エネルギー電力の導入促進」を「エネルギー・温暖化対策」分野の重点施策に位置づけます。 

また、喫緊の課題である気候変動及びヒートアイランド現象＊による夏の暑さ対策により区民等の健康

で安全な暮らしを確保するため、「暑熱対策・ヒートアイランド対策の推進」を重点施策に位置づけます。 

これらの施策を推進するため、次のリーディングプロジェクトを展開します。 

 

「エネルギー・温暖化対策」分野のリーディングプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

区内における再生可能エネルギーの活用を促進していくため、まずは公共施設において区内や全国各

地で生産される再生可能エネルギーの活用を進めるとともに、区民、事業者に向け、再生可能エネルギー

の選択を促す普及啓発を進めます。 

また、公共施設の建替え等に際し、ＺＥＢ化、再生可能エネルギーの利用と災害時のエネルギー源の確

保について導入を検討するとともに、公共施設を拠点に生産した再生可能エネルギーを災害時に近隣の

住宅・事業所で活用する仕組みなど、新しい技術の導入について調査・研究を進めます。 

 

◆取り組み概要 

●区有施設において使用するエネルギーとして、地方で産出される再生可能エネルギーの購入を積極

的に進める。 

●区有施設等を拠点に蓄電池を設置して地域内で産出した再生可能エネルギー等を災害時に近

隣の住宅・事業所で活用する仕組みなど、新しい技術の導入について調査・研究を進める。 

 

◆進捗状況・評価                                       〔担当：環境政策課〕 

 

 

 

＜渋谷クールプロジェクト＞ 

● 地産再生可能エネルギーの区消推進  

● クールスポットネットワークの整備 

取り組み 
令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 
評価 

地産再生可能エネルギーの区消推進  検討 未実施 

Ｂ 再生可能エネルギーや廃棄物等により発電した電力を導入

した区有施設延べ数 
５７施設 ３０施設 

①地産再生可能エネルギーの区消推進  
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４－１－２ 暮らし・事業活動の脱炭素化 

 

旧玉川上水跡の緑道等のまとまったみどり空間を整備することで、二酸化炭素の吸収源としての効果や

都市のヒートアイランド現象の緩和などを推進します。さらに、憩い空間や水辺・緑陰を創出し、まちを冷や

すとともに、まちの魅力創出を推進します。 

事業者による開発では、渋谷区みどりの確保に関する条例によるみどりの確保と同時に、見えるみどり

や魅せるみどりといった、質の高いみどりの創出を促しながら地域の魅力を高めていきます。 

 

◆取り組み概要 

●代々木公園から渋谷川につながる谷筋の「緑と水の軸」を骨格に、道路空間を中心とした公共空間

の緑化、民有地を含めた連続した緑・水辺空間の創出を進め、谷を冷やすクールスポットネットワ

ークを構築する。 

 

◆進捗状況・評価  〔担当：渋谷駅周辺まちづくり課、渋谷駅中心五街区課、公園課、緑道・道路構

造物課〕 

 

 

（５）施策と評価 

４－１ 暮らし・事業活動の脱炭素化を進める 

４－１－１ 気候危機意識の共有 

 

①気候変動に関する普及啓発 
気候変動による影響、緩和策、適応策について情報発信を進めます。 

 

 

②若者の意識醸成 
気候変動に関する意見交換に参加できる取組を進めていきます。 

 

 

 

 

渋谷区では、施設の改修時、建替時をとらえ、省エネ仕様の建物への転換を図っていきます。 

また、既存の施設においても、照明器具を高周波の蛍光灯やＬＥＤ灯に切り替えるなど、省エネ機器へ

の移行を進めていきます。 

 

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

クールスポットネットワークの整備 維持・継続 維持・継続 

Ａ クールスポット創出延長 

渋谷川環境整備（水景施設・緑道整備）約６００ｍ 
供用 供用 

②クールスポットネットワークの整備 



63 

 

 

 

 

 

●省エネルギーの取り組み 

〇省エネ機器への移行内容 〇組織・施設・個人ごとの省エネ実行内容 

街路灯のＬＥＤ化整備 消灯運動 

空調設備の更新・改修 適正な冷暖房温度の設定 

高圧電源設備の改修 待機時の消費電力削減（パソコンなど） 

 ノー残業デーの実施 

 温水プールのふた掛け   等 

 

 

①脱炭素化に向けた区民の意識醸成と行動促進  

自分の生活と街の環境を地続きのものとして考えられるように、エネルギーを節約するといった身

近な取り組みを区ホームページ等に掲載していきます。 

●環境家計簿 

地球温暖化防止を目的に、家庭で消費する電気・ガス・水道などの使用量を入力して、エネルギーの

ＣＯ２排出量を算出することにより、 環境との関わりを確認するための有効なツールです。 

 

 

②事業者の取組支援 

区内の商店街が実施するＬＥＤ街路灯の設置や街路灯ランプのＬＥＤランプへの交換に対し、事業

経費の補助を行っています。 

 

 

③創エネルギーと再生可能エネルギー電力の導入促進 
家庭用燃料電池システム（エネファーム）を設置した場合、その工事費用に対して補助を行ってい

ます。 

 

 

◆進捗状況・評価                                       〔担当：環境政策課〕 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

家庭用燃料電池システム設置助成制度 ２０件 ２０件 Ａ 
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４－１－３ 移動の脱炭素化 

 

 

 

 

 

 

➀自転車利用の促進 

●自転車通行環境 

   歩行者・自転車・自動車がより安全、安心、快適に通行できる環境を整備しています。 

●自転車駐車場の整備促進 

   利便性や快適性、安全性に配慮した駐輪場の整備をし、駐輪場の利用へ誘導と、放置自転車

の削減を進めています。 

●コミュニティサイクル利用促進  

  渋谷区内や広域連携している近隣区にあるポートからポートまで、電動アシスト自転車を借りて移

動することができます。 

②公共交通の利用促進 

●環境負荷の小さい交通手段の利用促進 

現在、路線バスの走行ができない地区を中心に運行する渋谷区コミュニティバスとして「ハチ公バス」

を４路線運行しています。 

③ＺＥＶの導入促進 

●電気・水素自動車の導入・維持 

令和６年度末現在、公用車として電気自動車を３台保有しています。また、職員が業務の為に共同

で使用する共用車として総務部門の部署で電気自動車を２台、土木部門の部署で電気自動車を１台

保有しています。 

 

●低公害車導入の促進 

区内の中小企業の方が、環境に配慮した低公害車・低燃費車を購入する際に必要な資金を低利で

借入できるように、金融機関の協力による融資のあっせんを行っています。 

４－２ 建物・まちの脱炭素化を進める 

４－２－１ 住宅・建物のゼロエミ化 

➀住宅・事業所のＺＥＨ・ＺＥＢ化等の促進 

●住宅、事業所の省エネルギー化の促進 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく省エネ計画の届出を受理しています。 

令和６年度 １０８件 

●建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度 

建築物に再エネ利用設備（太陽光発電設備、太陽熱利用設備)の設置を促進するため、渋谷区全

域を対象区域として、再エネ利用設備設置の努力義務・設計した建築士による設置可能な再エネ利用

設備についての説明義務などを求める「渋谷区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の

促進に関する計画」(再エネ利用促進計画)を策定しました。この計画は令和７年度より実施します。 



65 

 

 
②区有施設の脱炭素化 

●再生可能エネルギー等の活用 

渋谷区では、「太陽光発電」や「地中熱利用」の再生可能エネルギー設備を区の施設に設置してい

ます。また、平成２２年度から「廃棄物発電」を区立小学校や区民施設に導入し始め、現在、区施設全

体で３０施設に導入しています。 

 

●区施設における太陽光発電装置の設置実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名  出 力（ｋＷ） 

美竹の丘・しぶや（高齢者施設） １０．０ 

上原中学校  １０．０ 

はぁとぴあ原宿 ３．２ 

西原区民複合施設 ５．８ 

文化総合センター大和田 ７．５ 

新橋区民複合施設 ２１．１ 

大向区民複合施設 ３．１ 

地域交流センター西原 ３．３ 

代官山複合施設 ３．３ 

渋谷本町学園 １０．１ 

地域交流センター二軒家 ４．０ 

杜の風・上原 １５．８ 

神宮前あおぞらこども園 ５．３ 

代々木山谷小学校 １１．５ 

児童青少年センターフレンズ本町 ２．８ 

幡ヶ谷原町住宅 ６．０ 

笹幡地域包括支援センター ６．２ 

つばめの里・本町東 ３０．０ 

渋谷区役所 ５０．４ 

笹塚区民複合施設 ５．２ 

渋谷区子育てネウボラ ５．０ 

かんなみの杜・渋谷 ９．７ 

ふれあい植物センター １．５ 

渋谷本町学園別棟校舎 ６．７ 

ＳＣＣ千駄ヶ谷コミュニティセンター １．６ 

ＨＣＣ 本町コミュニティセンター ３４．４ 

二の平渋谷荘 １０．６ 

上原防災職員住宅 ４．９ 
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●地中熱利用をしている区施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地中熱の利用形態】 

〔クローズドループ〕 
地中から熱を取り出すために地中熱交換器内に流体（不

凍液または水）を循環させ、汲み上げた熱をヒートポンプで必

要な温度領域の熱に変換するシステムです。 

このクローズドループによる地中熱ヒートポンプシステムは、

メンテナンスがほとんど必要ないため適用範囲が広く、住

宅・建築物・プール・融雪に適用されています。 

渋谷本町学園では、このシステムを導入しています。 

〔オープンループ〕 
揚水した地下水の熱を地表にあるヒートポンプで取り出す

方式です。このシステムはクローズドループと比べ、採熱量

が大きくなることから、経済性に優れていますが、井戸内にお

いて目詰まりが生じることがあるため、システムのメンテナン

スが必要です。 

なお、地下水利用に揚水規制がかかっている地域では、こ

の方法の適用は難しいといえます。 

出展：特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会ホームページより抜粋 

 

 

●区施設における太陽熱利用装置の設置実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 設 名 利  用  形  態 

渋谷本町学園 
（小中一貫校） 

校庭内に埋めた「地中熱交換器」により汲み上げた熱をプールや体育館
で利用しています。 

施 設 名 設置面積（ｍ２） 

渋谷区スポーツセンター ２９９．２ 

千駄ヶ谷敬老館 ２１．０ 

総合ケアコミュニティ・せせらぎ １２１．０ 

ケアステーション本町地域包括支援センター  ３．８ 

りばぁさいど原宿 ４．０ 

プール 校庭 体育館 
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●廃棄物発電による電力を購入している区施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●長寿命化計画に基づく取り組み 

   公共施設の補修や改修を計画的に実施し、工事期間の短縮や廃棄物の削減を通じて、環境負荷   

の軽減を図ります。また、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーや高効率設備の導入、木

材利用の促進等を推進し、環境との共生に配慮します。 

●環境配慮型施設の検討 

区有施設の建設等の際には、再生可能エネルギーや高効率の設備の導入など環境配慮型の施設

を検討します。また、導入したシステムを活用し、平常時の電力ピークカット等、エネルギーの効率的

な活用を図るとともに、使用エネルギーを見える化して、温室効果ガスの削減を図っています。 

導入年度 区 民 施 設 等 学 校 

平成２２  

神南小学校 

臨川小学校 

富谷小学校 

平成２３ 

上原区民施設（出張所・地域交流センター） 

 初台区民施設（出張所・区民会館・青年館） 

神宮前区民施設（出張所・地域交流センター） 

平成２４  笹塚小学校 

平成２５ 

氷川区民施設（区民会館・保育園） 上原小学校 

代々木八幡区民施設 西原小学校 

笹塚区民施設（出張所・区民会館） 広尾中学校 

 
代々木中学校 

原宿外苑中学校 

平成２８ 
商工会館・消費者センター 

 
渋谷区清掃事務所 

平成２９ 

新橋区民施設（出張所・地域交流センター） 

 

大向区民施設（地域交流センター・保育園） 

代々木区民施設（地域交流センター・図書館） 

本町区民施設（出張所・区民会館） 

幡ヶ谷区民施設（区民会館・保育園） 

グループホーム笹塚 

代官山区民施設子育て支援センター 

幡ヶ谷保健相談所 

勤労福祉会館 

平成３０ 

地域交流センター西原 

 
地域交流センター代々木の杜 

地域交流センター本町 

渋谷区清掃事務所宇田川分室 
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●省エネルギー仕様の採用・実績 

 施 設 名 

建 築 工 事 電 気 設 備 工 事 

熱
線
反
射
ガ
ラ
ス 

複
層
ガ
ラ
ス 

屋
上
断
熱 

外
壁
断
熱 

庇 屋
上
緑
化 

壁
面
緑
化 

（
グ
リ
ー
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
） 

高
効
率
変
圧
器 

照
明
の
グ
ル
ー
プ
制
御 

照
明
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
制

御 昼
光
セ
ン
サ
に
よ
る
照
明
制
御 

人
感
セ
ン
サ
に
よ
る
照
明
制
御 

高
効
率
照
明
器
具 

（
Ｈ
ｆ
型
蛍
光
灯
） 

太
陽
光
発
電 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト 

ソ
ー
ラ
ー
式
Ｌ
Ｅ
Ｄ
外
灯 

文化総合センター大和田  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○   

地域交流センター西原  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

新橋区民複合施設  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

渋谷本町学園  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

中央図書館 ○  ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

代官山複合施設  ○  ○   ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

二軒家住宅  ○  ○  ○      ○ ○    

大向区民複合施設  ○  ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

恵比寿区民複合施設    ○  ○  ○    ○ ○ ○ ○  

地域交流センター二軒家  ○ ○ ○ ○    ○   ○ ○ ○ ○  

杜の風・上原  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

神宮前あおぞらこども園  ○    ○  ○    ○ ○  ○  

代々木山谷小学校   ○  ○ ○  ○    ○ ○  ○  

おおやま保育室  ○          ○ ○  ○  

児童青少年センターフレンズ本町  ○    ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  

幡ヶ谷原町住宅  ○    ○      ○ ○ ○ ○  

千駄ヶ谷・北参道施設  ○       ○   ○ ○  ○  

笹幡地域包括支援センター  〇 〇 〇 〇 〇  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

つばめの里・本町東  〇 〇 〇 〇   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

渋谷区役所新庁舎  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇  

笹塚区民複合施設  ○    〇        〇   

恵比寿西二丁目複合施設  〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇  〇   〇  

かんなみの杜・渋谷  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

渋谷区子育てネウボラ  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇  

笹塚防災職員住宅  〇 〇 〇 〇       〇   〇  

駒テラス西参道   〇 〇      〇  〇   〇  

渋谷本町学園別棟校舎  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇  〇 〇  

ＳＣＣ千駄ヶ谷コミュニティセンター  〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇  

りばぁさいど原宿  〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇  〇   〇  

上原防災職員住宅  〇 〇 〇 〇 〇      〇  〇 〇  

ＨＣＣ本町コミュニティセンター  〇 〇  〇 〇  〇 〇   〇  〇 〇  
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施 設 名 

空 気 調 和 設 備 工 事 給排水衛生設備工事 その他 

氷
蓄
熱
式
空
調 

空
調
機
の
外
気
冷
房
制
御 

全
熱
交
換
器 

熱
源
台
数
制
御 

空
調
機
の 

ナ
イ
ト
パ
ー
ジ
制
御 

空 

調 

機 

の 

ＣＯ

２ 

制 

御 

地
中
熱
源
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ 

雨
水
利
用 

節
水
型
衛
生
器
具 

高
効
率
給
湯
器 

プ
ー
ル
排
水
再
利
用 

群
制
御
方
式
昇
降
機 

文化総合センター大和田  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○ 

地域交流センター西原   ○     ○ ○    

新橋区民複合施設   ○     ○ ○ ○   

渋谷本町学園   ○    ○  ○  ○  

中央図書館 ○  ○      ○    

代官山複合施設   ○      ○  ○  

二軒家住宅   ○      ○    

大向区民複合施設   ○      ○    

恵比寿区民複合施設   ○      ○ ○   

地域交流センター二軒家   ○      ○ ○   

杜の風・上原  ○ ○  ○   ○ ○ ○   

神宮前あおぞらこども園         ○ ○   

代々木山谷小学校   ○      ○ ○   

おおやま保育室         ○ ○   

児童青少年センターフレンズ本町   ○      ○ ○   

幡ヶ谷原町住宅   ○      ○ ○   

千駄ヶ谷・北参道施設   ○      ○    

笹幡地域包括支援センター   ○      ○ ○   

つばめの里・本町東   ○      ○ ○   

渋谷区役所新庁舎  〇 〇 〇  〇  〇 〇   〇 

笹塚区民複合施設   〇          

恵比寿西二丁目複合施設   〇      〇 〇   

かんなみの杜・渋谷   ○      ○ ○  ○ 

渋谷区子育てネウボラ   〇      〇 〇   

駒テラス西参道   〇      〇    

渋谷本町学園別棟校舎   〇      〇 〇   

ＳＣＣ千駄ヶ谷コミュニティセンター   〇      〇 〇   

りばぁさいど原宿  〇 〇      〇 〇 〇  

ＨＣＣ本町コミュニティセンター  〇 〇     〇 〇 〇   
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渋谷区役所のスマート庁舎化 

渋谷区役所は、庁舎の建替えを行い、平成３１年１月に新庁舎が開庁しました。新庁舎は、自然エネ

ルギーや省エネ機器を活用し、優れた環境性能をもつスマート庁舎を実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然エネルギーの活用 

 

太陽光発電 

…太陽光パネルにより太陽光を電気に変換し建物の電気に利用。 

【効果】電力の一部を太陽光発電でまかなうことで

建物エネルギーの消費を抑制する。 

発電容量：約 ５０ｋＷ（庁舎の照明約 ６フロア分） 

連係方式：高圧系統連系 

 

自然換気・自然採光 

…外壁面より自然光・風を取入れ照明空調負荷低減。 

【効果】自然の明かりや風を取入れることで

建物エネルギーの消費を抑制す

る。 

緑化・高断熱ガラス 

…屋上・壁面緑化及び高断熱ガラスの採用により建物の断熱性能を向上。 

屋上緑化：庁舎北側エントランス・公会堂屋上 

壁面緑化：庁舎３～８階（南・東西の一部） 

【効果】建物断熱性能を向上することにより、

空調負荷を低減し建物エネルギー

の消費を抑制する。 

区役所 
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外気冷房 

…中間期から冬季に冷房が必要な際に外気を冷熱源として利用。 

【効果】自然のエネルギーを利用することで、空調負荷を低減し建物エネルギーの消費を抑制する。 

 

ダクトレス空調 

…空調ダクトの距離を短縮することで、搬送動力を低減。 

【効果】搬送動力を低減することで建物エネルギーの消費を抑制する。 

 

省エネ機器の採用 

 

ＬＥＤ照明・高効率照明 

…ＬＥＤ照明を基本とする高効率な照明を採用。 

【効果】高効率機器の採用で照明負荷を低減し建物エネルギーの消費を抑制する。 

 

照明制御システム・センサ制御の採用 

…照明制御システム・センサ制御の採用。 

・執務スペース・共用部：照明制御システムによる集中制御・スケジュール制御。 

・執務スペース     ：明るさセンサにより照明出力を昼は低く、夜は高く自動調光。 

・トイレ等         ：人感センサにより人がいる時は点灯、いなくなると消灯（自動点灯）。 

【効果】照明制御システム及びセンサにより照明の点灯時間、照度を

最適化することで建物エネルギーの消費を抑制する。 

 

ＣＧＳ（コージェネレーションシステム） 

…ガスを燃料として電気と熱を同時に生成するシステム。 

【効果】電気と熱を総合的かつ効率的に活用することで高効率化を実現する。 

※熱は空調熱源として利用。 

設備容量：２５ｋＷ×４台 

電気 １００ｋＷ：庁舎の照明約 １２ フロア分 

熱１５５．２ｋＷ：庁舎執務室の暖房約 ３フロア分 

 

ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム） 

…庁舎・公会堂の機器・設備等の運転管理・エネルギー監視を

一元的に管理するシステム。 

【効果・機能 】 

エネルギーを一元管理・監視することで、設備機器の最適化

運転を実施し、建物エネルギー消費の最小化を図る。 
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ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価） 

…建築物の環境性能や負荷について多面的かつ客観な観点から評価する手法。 

【効果】高い環境性能であることを公式な結果としてアピールできる。 

評価認証制度により、第三者機関が内容を審査した結果庁舎、公会堂共性能評価は Ｓランクが

適格であるとの認証を取得した。 

 

再利用の推進 

 

雨水の再利用（トイレ洗浄水、植栽への潅水） 

 

 

エネルギーの見える化 

 

渋谷区役所１階東メインエントランスに設置した９面マ

ルチ画面に、エネルギー使用量を表示しています。 
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４－２－２ 都市の脱炭素化 

 

 

 

●渋谷区役所の令和６年度 温室効果ガス排出量 

※ 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。                         

【水道使用量及び公共下水道への排水量】（令和６年度） 

区 長 部 局：水道４８９，９９０㎥、下水道４８９，９９０㎥ 

教育委員会：水道２１１，２４３㎥、下水道２１１，２４３㎥ 

 

●渋谷区内エネルギー消費量の推移                            ［単位：テラ・ジュール］ 

 産業部門 
民生 

家庭部門 

民生 

業務部門 
運輸部門 合 計 

平成２５（２０１３）年度

比削減率 

平成２８年度 

（２０１６） 
４１０ ４，６１１ １１，４４１ ４，３３１ ２０，７９４ ８．０％ 

平成２９年度 

（２０１７） 
５５８ ４，７６２ １１，３１８ ４，２３０ ２０，８６８ ７．７％ 

平成３０年度 

（２０１８） 
３１９ ４，４９６ １１，２３９ ４，２２０ ２０，２７４ １０．３％ 

令和元年度 

（２０１９） 
４０１ ４，５１４ １０，８４０ ４，１１４ １９，８７０ １２．１％ 

令和２年度 

（２０２０） 
３８０ ４，７６０ ９，７３７ ３，７２１ １８，５９８ １７．７％ 

令和３年度 

（２０２１） 
６５５ ４，８８２ ９，３４０ ３，８１１ １８，６８７ １７．３％ 

令和４年度 

（２０２２） 
４１５ ４，６５３ ９，９１６ ３，８１７ １８，８０１ １６．８％ 

※ 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。 

 

 

 

施設数 エネルギーの種類（単位） 使用量 ＣＯ２排出量（ｔ） 

区長部局 

 

２０６施設 

電気 千ｋＷｈ ２７，６４３ １０，６４３ 

都市ガス 千ｍ３ ２，０６５ ４，２３３ 

ＬＰガス ｔ ３ ２．４５０ 

灯油 ｋℓ ０ ０ 

冷温熱 千Ｍｊ １１，８８７ ８２４ 

教育委員会 

 

２８施設 

電気 千ｋＷｈ ８，２２３ ４，０２１ 

都市ガス 千ｍ３ ９１１ １，９７７ 

ＬＰガス ｔ ０ ０ 

灯油 ｋℓ ０ ０ 

渋谷区役所の施設が排出した温室効果ガス合計（ＣＯ₂換算） ２１，７００ 
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●渋谷区内ＣＯ２排出量の推移                                 ［単位：千ｔ－ＣＯ２］ 

 産業部門 
民生 

家庭部門 

民生 

業務部門 
運輸部門 廃棄物 合 計 

平成２５（２０１３）年

度比削減率 

平成２８年度 

（２０１６） 
３５ ４５０ １，２００ ３８６ ５６ ２，１２８ １３．８％ 

平成２９年度 

（２０１７） 
４８ ４５７ １，１７５ ３７６ ６０ ２，１１６ １４．３％ 

平成３０年度 

（２０１８） 
２７ ４３１ １，１５５ ３７４ ６０ ２，０４７ １７．１％ 

令和元年度 

（２０１９） 
３４ ４１６ １，０６９ ３５８ ６５ １，９４２ ２１．３％ 

令和２年度 

（２０２０） 
３２ ４２４ ９４６ ３１８ ５４ １，７７３ ２８．２％ 

令和３年度 

（２０２１） 
５７ ４３６ ９２２ ３２８ ５４ １，７９６ ２７．２％ 

令和４年度 

（２０２２） 
３９ ４１８ ９６３ ３２７ ５７ １，８０３ ２６．９％ 

※ 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。 

※ いずれも出典は、オール東京６２市区町村共同事業提供資料 

 

 

① 開発事業における環境配慮の促進 

一定規模の事業用建築物に対し、「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」に基づき、再利用率

８０％規制の徹底、再利用計画書の作成、廃棄物管理責任者の選任、ごみ・資源の保管場所の確保

を指導します。 

 

② スマートエネルギーネットワークの構築 

大規模開発等を契機に地域冷暖房施設の導入を誘導し、設備を都市計画に位置付けて、熱エネル

ギーの継続的な有効利用を図っています。 

 

③交通・物流の円滑化 

「自転車通行環境整備計画」に基づき、令和２年度までに１３．９５㎞の区道を整備しました。 

令和３年度から令和７年度には、さらに１０．８５㎞を整備する方針です。 

また、「自転車活用推進計画」のうち「附置義務駐輪場」については、今後も適正な駐輪場の規模や

配置について検討します。 
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４－３ 気候変動による影響に適応する 

４－３－１ 風水害への対策 

➀都市型水害への対策 

●透水性舗装の整備及び維持管理の推進 

透水性舗装は、空隙がある断面構造のため、雨水が自然地盤と同様に浸透する機能があります。

道路改良工事において歩道を透水性舗装で整備し、水害対策を行っています。 

 

②防災情報の共有・普及啓発 

 洪水ハザードマップ（浸水予想区域図）や浸水実績図等をホームページで公開したり、各地区の防災

訓練でブースを出展するなど、水害に関する情報の発信、啓発を行っています。 

 

③創エネ・畜エネの設備の普及 

家庭用燃料電池システム（エネファーム）を設置した場合、その工事費用に対して補助を行っています。 

 

 

４－３－２ 暑熱対策・ヒートアイランド対策  

 

①暑熱環境の緩和対策 

●開発事業における暑熱対策 

近年大規模な開発が続き、注目を集めている渋谷駅中心地区における再開発において、環境負荷

軽減の取り組みが行われています。暑熱対策としては、地域冷暖房施設の導入や屋上や壁面の緑化、

窓におけるＬｏｗ－ｅ（低放射）ガラスの採用、外装工夫による日射遮蔽と断熱性の向上により、建築物

の熱負担を軽減しています。 

●街路樹による緑陰形成 

街路樹は、都市の美観の向上や道路環境の保全のほか、緑陰により歩行者等に日陰を提供する

機能があります。伸び過ぎたり枯れてしまったりした枝についてせん定を行い、街路樹を適正に管理し

ます。 

 

②暑熱対策・ヒートアイランド対策に関する普及啓発 

●ヒートアイランドとは 

都市部が郊外と比較して島のように高温化することをヒートアイランド現象といいます。 

都市部では、冷暖房、照明、輸送など人間活動により排出される熱量が大きいうえに、緑や土の部

分が少なく降雨による水分の蓄えがないため、水が蒸発する際の気化熱による冷却作用が少ないと

いうことが主な原因です。 

また、コンクリートやアスファルトなどが日中に蓄熱し夜間放熱するため、夜間に温度が下がらない

という特徴があります。ヒートアイランドになると冷房の使用が増加し、排出熱量がさらに増えるという

悪循環になり、エネルギー使用量も相乗的に増えます。 

温暖化防止のためにヒートアイランド対策は、重要な施策となります。 
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●温度等の調査 

渋谷区は東京大都市圏の中心部に位置し、ヒートアイランド現象により発生する様々な影響が特に

懸念される地域のひとつです。ヒートアイランド現象は、近年、光化学オキシダントの増加、大気循環

の変化による集中豪雨の発生、生物・人体への影響、冷房などエネルギー需要の増加などへの影響

が問題視されています。 

 

渋谷区では、２か所ある大気常時測定局のうち１か所で、年間を通じて温度・湿度を測定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

●ヒートアイランド対策ガイドライン 

東京都は、民間事業者や都民が、建物の新築や改修時に地域の熱環境に応じた取り組みを推進

するため、熱環境マップ、地域特性別対策メニュー及び建物用途別の対策メニューを、「ヒートアイラン

ド対策ガイドライン」にまとめ、情報提供しています。 

また、東京都では、「ヒートアイランド対策推進エリア」を設け、保水性舗装、屋上・壁面緑化等を重

点的に実施し、国の施策とも連携しながら対策を進めています。 

渋谷区ではガイドラインを定めていませんが、ヒートアイランド対策のひとつの方法として、気化熱に

よる冷却が有効であることを啓発していきます。 

気化熱による冷却には、①地表面被覆の改善、②まちの緑化、③都市形態の改善、④打ち水など

の方法があります。 

また、ヒートアイランド現象を抑制する効果のある、保水性舗装や透水性舗装を道路や歩道に実施

しています。 

●濡れない霧発生装置の活用 

屋外エリアでのクールスポット創出のため、濡れない霧発生装置や可搬型装置（クールジェッター）

等の貸出しを行っています。 

  

年度 

本 町 局 

平均気温 最高気温 最低気温 平均湿度 

（℃） （℃） （℃） （％） 

令和６ １７．９ ３８．３ ０．２ ６３ 
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 ４－３－３ 熱中症・感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 熱中症対策の推進 

区ウェブサイト、区ニュースや電光掲示板で熱中症に関する疾病予防の普及啓発を行っています。 

また、熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、クールシェアスポット及びクーリングシェルター

となる施設の指定を行っています。 

 

② 感染症等に関する普及啓発 

季節性の感染症については、発生が多くなる時期の前に区ウェブサイトや区ニュースで予防対策などを

掲載しています。 
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意識 

 

（１）目標 

環境のために一人ひとりが意識を変え、「賢い選択」によって、大きな力を生み出すまち 

 

（２）数値目標と現状値 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１ 区民の割合については、今後、アンケート調査等により把握 

 
※２ 出典：「渋谷区の環境に関する区民意識調査」（令和４（２０２２）年６月１５日～７月１９日実施） 

 

（３）方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リーディングプロジェクト 

環境のために行動する人と人がつながり、大きな力を生み出すまちの実現に向け、持続可能なライフ

スタイル、ビジネススタイルを浸透させ、一人ひとりが行動する機運を醸成していくため、「環境に関する

普及啓発の推進」、「情報交換・情報共有の場づくり」を「意識」分野の重点施策に位置づけます。 

これらの施策を推進するため、次のリーディングプロジェクトを展開します。 

 

「意識」分野のリーディングプロジェクト 

 

 

 

令和９（２０２７）年度の目標値 現状値※２ 

◆「日常生活における一人ひとりの行動が、環

境に大きな影響を及ぼしている」ことを「大変

そう思う」と考える区民の割合※１ 

８０％ 
６６．３％ 

（令和４（２０２２）年度） 

◆地域における環境保全のための活動（緑化、

美化、リサイクル、環境保護等）に参加しており、今

後も行いたいと考える区民の割合※１ 

５０％ 
３１．０％ 

（令和４（２０２２）年度） 

５－１ 意識を変える 

渋谷区らしい持続可能なライフスタイルに関する情報発信、普及啓発を進め、区民等及び

事業者の意識の変革を促します。 

５－２ 行動を促す 

区民等及び事業者が行動する機会の創出、多様な主体のパートナーシップの形成を進め、

持続可能な社会の実現に向けた行動を地域が一体となって進めていきます。 

＜サステナブル渋谷プロジェクト＞ 

● 渋谷サステナブル・アワード 

● シブサス（シブヤサステナブル推進協議会） 

５ 
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渋谷区らしい持続可能なライフスタイル、事業活動の「発見・検証・発信」により、意識と活動の輪を広

げ、文化として定着させていく仕組みを構築することで、区民等との意識啓発を進めていくとともに、「渋谷

区＝サステナブルな都市」のイメージづくりにつなげていきます。 

 

◆取り組み概要 

●環境活動にノウハウがある企業や団体の代表者や、渋谷サステナブル・アワード受賞経験者で構成

する「渋谷サステナブル・アワード選考委員会」を組織する。 

●渋谷区らしい持続可能なライフスタイル、事業活動を実践する個人、事業者、団体を募集（自薦または

他薦）し、選考委員会による選考を経て、渋谷サステナブル・アワード選考委員会及び区が表彰する。 

●表彰式の様子を撮影し、渋谷区公式チャンネルで配信する。 

●区のイベントや広報を通じて受賞者の活動を広く発信する。 

●区の環境ファシリテーターとして位置づけ、環境学習・教育を推進し支援する人材として育成する。 

 

◆進捗状況・評価                                       〔担当：環境政策課〕 

 

 

 

持続可能な社会の形成に向けて取り組む区民、事業者、団体、学校等、多様な主体の情報共有、交

流、パートナーシップ形成の場となるシブサス（シブヤサステナブル推進協議会）を開催し、多様な主体の

行動を促進します。 

 

◆取り組み概要 

●環境保全、持続可能な社会の形成に向けて取り組む区民、事業者、団体、学校等、多様な主体が参

加し、情報共有、交流、パートナーシップの形成の場となる「シブサス（シブヤサステナブル推進協議

会）」を設置し、取組の面的な広がりを後押しする。 

●会員は、協議会の趣旨に賛同する個人、事業者、団体等とする。 

●事務局は、当面、渋谷区環境政策課が担うことを想定する。 

●渋谷サステナブル・アワードの受賞者とともに、渋谷区の環境ファシリテーターとして地域で普及啓発

活動（プロモーション、イベント等）を実施する。 

 

 

 

 

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

アワード応募件数 １５件 ９件 

Ｂ 受賞件数 ３件 ３件 

発信件数 １０件 ８件 

①渋谷サステナブル・アワード 

②シブサス（シブヤサステナブル推進協議会） 



80 

 

 

 

 

★渋谷サステナブル・アワード 2024受賞活動★ 

大賞   『『持続可能な世界へ』ー環境にやさしいゴミ袋販売を通してー』 

優秀賞 『日本コカ・コーラ株式会社の渋谷本社における、サステナビリティに向けた取り組み』 

優秀賞 『街いく子ども探検隊 キラ渋 ごみが無い町』 

 

 

◆進捗状況・評価                                       〔担当：環境政策課〕 

 

（５）施策と評価 

５－１ 意識を変える 

５－１－１情報発信・広報 

➀環境情報の提供 

環境基本計画２０２３に基づき、持続可能な社会の実現に向けて、一事業者としての渋谷区の取り

組み状況をまとめた「しぶやの環境」を発行しています。 

 

②環境に関する普及啓発の推進 

 
家庭や地域、学校、職場などで実践されている、渋谷区らしい持続可能なライフスタイル、環境にや

さしい取り組みを募集し表彰しています。表彰を通して、広くその取り組みを周知（発信）し、共有するこ

とで、私たち一人ひとりの意識啓発につなげていきます。渋谷サステナブル・アワードは、「渋谷区環境

基本計画２０２３」のリーディングプロジェクトの一つに位置付けられています。 

受賞された活動は区のホームページや広報紙などで紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 

意見交換会開催回数 ２回 ３回 Ａ 

渋谷サステナブル・アワード 
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環境問題に対する関心の喚起、普及啓発の一環として、環境、持続可能な社会をテーマとした標語

やポスターの募集・表彰、渋谷区の取り組みを象徴するロゴやキャッチフレーズの募集等を行い、区民

等の意識を変える機運を醸成していきます。 

環境に配慮した物品、サービスを区民等が主体的に選択することで、事業者の取り組みを促してい

けるよう、環境負荷の低減に資する物品・サービスを示す環境ラベルや、環境に配慮した消費行動に

関する普及啓発を進めます。 

平成３０年度より、区内在住在学の小学生を対象にごみ減量啓発のため標語を募集しました。 

令和６年度の募集テーマは、「食ロスを減らすために～自分でできること～」です。入賞に輝いた標語

の中から最優秀賞の作品を紹介します。 

 

    最優秀賞 「おいしそう 全部選ぶと のこすかも」 

 

 

③事業者の意識啓発 
事業活動における環境配慮を促していくため、事業者による行動の必要性、環境保全に係る法令に

基づく規制、業種・業態に応じた配慮事項、設備の改善などの取組、補助や融資の情報提供などを通

じ、事業者の意識啓発を進めます。 

また、事業活動による環境への影響に関する情報の公開を促していきます。 

 

④効果的な情報発信・広報の検討と実行 

持続可能な社会、カーボンニュートラル実現の重要性を区民等及び事業者に意識させ、行動の実践

につなげていくために効果的な情報発信、広報のあり方を検討し、実行します。 

 

 

 

５－１－２環境学習・環境教育の推進  

①環境イベント・環境講座の実施 

 

 

 

 

 

  

標語の募集 
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令和６年度は、対面＋オンライン配信のハイブリッド形式で、 

「オフィスでのＣＯ₂削減」をテーマに２回環境シンポジウムを行いました。 

 

 

●第一回環境シンポジウム 

【日時】 令和７年１月２６日（日） １３：００～１４：３０ 

【場所】 ＳＣＣ千駄ヶ谷コミュニティセンター 

【内容】 第１部 渋谷サステナブルアワード２０２４表彰式の上映 

 第２部 気象予報士による基調講演 

 第３部 シブヤ若者気候変動会議成果発表 

 

●第二回環境シンポジウム 

【日時】 令和７年２月５日（水） １６：００～１７：３０ 

【場所】 ＴＫＰガーデンシティ渋谷 

【内容】 第１部 エネルギー管理士による基調講演 

 第２部 企業によるサステナブルな取り組み事例紹介・シブヤ若者気候変動会議からの提言 

 

 

 

 

 

スケルトン清掃車（ごみえるくん）を活用した環境学習 

令和５年度は１２回開催し、令和６年度は７回開催しました。 

 

 

②学校における環境教育・環境学習の推進 

渋谷区立小・中学校では、環境や環境問題に関心や知識をもち、人間活動と環境のかかわりにつ

いての総合的な理解と認識の上に立って環境の保全に配慮した望ましい働きかけができるよう、各学

校において校内や地域の環境、地球温暖化等について考える学習を各教科、道徳、総合的な学習の

時間等で行っています。日々の生活の中で環境に配慮した行動を実践することにより、環境への関心

と理解を深めることができるよう、環境教育に取り組んでいます。 

 

〇全校の取組 

・「渋谷区一斉清掃の日」に合わせた地域美化活動 

・身近な自然環境を生かした自然観察 

・シブヤ未来科による環境保全への意識向上 

環境学習車 環境シンポジウム 

環境学習車 
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〇各校の取組（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇その他の取組（例） 

・節電への取組 

・児童集会・生徒会等による取組 

・地域と関わった取組 

・空き缶・古新聞・牛乳パック・ペットボトルキャップ・コンタクトレンズケース等の回収・リサイクル 

・学校ビオトープを設けた環境活動 

 

 

③生涯学習等と連携した環境学習の推進 

地域全体で環境に関する知見を高めるべく、区内の大学や区事業による環境学習に関する公開講座

を行うなど、生涯学習の機会を提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長谷戸小学校：（写真上段左） 

天然芝生を活用した環境教育 

加計塚小学校：（写真上段右） 

総合的な学習の時間の SDGsに係る学習 

笹塚中学校：（写真下段） 

蛍川における環境についての学習 
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５－２ 行動を促す 

５－２－１行動と協働の促進 

 

➀情報交換・情報共有の場づくり 

 

 

 

 

シブサス（シブヤサステナブル推進協議会）は、「渋谷区環境基本計画２０１８」のリーディングプロジ

ェクトに掲げられた取組の一つである「（仮称）サステナブル推進協議会設置」に基づき、令和元年８月

に設立しました。 

持続可能な社会の形成に向けて取り組む区民、事業者、団体、学校等の多様な主体の情報共有、

交流、パートナーシップ形成の場として、学識経験者をはじめ、区内で実際に環境保全活動に携わっ

ている人達が中心となり、行政主導ではなく、協働による課題対応や環境への取組を展開していくこと

を目指しています。 具体的には、環境イベント等の開催やＳＮＳ等での配信を通じて、身近に取り組

める環境配慮活動を発信し、活動者同士の情報交換や交流の場を設けて環境への取組の輪を広げ

ることで、より多くの人達の意識と行動に働きかけ、持続可能な社会の形成につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 「シブサス」設立、意見交換会等３回実施、ＳＮＳによる情報配信 

令和２年度 意見交換会等３回実施、ＳＮＳによる情報配信 

令和３年度 意見交換会等３回実施、ＳＮＳによる情報配信、地域環境リモート授業 

令和４年度 意見交換会等３回実施、ＳＮＳによる情報配信 

令和５年度 意見交換会等３回実施、ＳＮＳによる情報配信 

令和６年度 意見交換会等３回実施、ＳＮＳによる情報配信 

シブサス（シブヤサステナブル推進協議会） 
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＜渋谷おとなりサンデー＞ 

●毎年６月第一日曜日は、普段話すことがない人たちが、顔見知りになるきっかけをつくる日、渋谷お

となりサンデーの日です。この日は、区内各地で顔見知りになるための様々なイベントが開催され、

普段行っている清掃活動をおとなりサンデー企画として開催し、多くの人に参加を呼び掛けています。

令和６年度は神南宇田川町会による神南地区の清掃活動が行われました。 

 

＜渋谷区くみんの広場＞ 

代々木公園で開催し、環境に配慮して、次のような取り組みを行いました。 

●関係者との打ち合わせにおいてはペーパーレスを意識する。 

●ＳＮＳ等の活用を図り、チラシ等の作成枚数を抑制する。 

●来場者用エコステーションのほか、出展者用のごみ集積場においても内容を確認できるごみ袋の

使用を求める。 

 

②区民等及び事業者の取組支援 
 省エネ・創エネ・畜エネにつながる設備を導入する際に活用できる各種の補助金に関する情報提供、

区からの助成などにより、区民及び事業者の取組を支援します。 

 

③法令に基づく規制と誘導 

環境保全、建築、開発、省エネルギー等に関する各種の法令の適正な運用を通じて、対象となる事

業者への規制・指導、住宅・建物の建設や開発事業に際した環境配慮の誘導などを進めます。 

 

④人材の育成と活用 

環境シンポジウムや環境講座等の開催、シブサス（シブヤサステナブル推進協議会）の活動などを

通じて、地域における環境保全活動の担い手となる人材育成を進めます。 

 

 
 

５－２－２ 区役所の率先行動 

 

①区施設における再生可能エネルギー等の導入促進 

 

②職員の行動促進 

●グリーン購入 

渋谷区では、グラシン窓付封筒などリサイクル可能な物品購入や環境に配慮した商品を基本とした

グリーン購入を推進しています。 

また、令和元年度より開始した文具類のウェブ一括調達では、環境に配慮された製品を必要な時に

必要な分だけを購入し、適正な在庫確保や効率的な搬入を図っています。 

区民、事業者に向けては、繰り返し使える製品、環境負荷の小さい輸送手段を用いた物流サービス

等環境に配慮した製品やサービスを購入するグリーン購入に関する普及啓発を進めます。  
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Ⅴ 渋谷区環境基本計画２０２３【行動計画】（第１期）における基本施策の進捗状況  

 

（取り組みの進捗状況と評価方法） 

Ａ：計画どおり実施できた Ｂ：一部実施できた Ｃ：進捗がなかった Ｄ：事業終了 Ｅ：その他 

 

 

分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

くらし【１－１－１】生活環境の保全 

 

① 

大気汚染物質の監視の継

続、その結果の公表、施策

への反映の検討 

大気汚染の常時監視 実施 Ａ 環境整備課 

② 

自動車騒音の監視の継

続、その結果の公表、施策

への反映の検討 

区内幹線道路の自動車

騒音観測実施及び公表

（年１回） 

実施 Ａ 環境整備課 

③ 

低公害車導入の促進 

中小企業に対し、低公害

車購入のための融資をあ

っせん 

あっせん申し込み６件 Ａ 産業観光課 

電気・水素自動車・低公害

車の導入 

導入の検討 継続 

Ａ 総務課 電気自動車の維持管理 

既保有 ５台（共用車２台

含） 

実施 

既保有 ５台（共用車２台含） 

渋谷駅周辺における自動

車の乗入規制をはじめとす

る広域的な取組による自動

車利用の抑制 

駐車場地域ルールによる

附置義務駐車台数の減

免 

駐車場地域ルールによる附置

義務駐車台数の減免 Ａ 
渋谷駅中心五街区

課 

減免台数 ４０４台 減免台数 ４０４台 

地域荷捌場の整備 地域荷捌場の供用 ３箇所 Ａ 
渋谷駅中心五街区

課 

駐車場ネットワークの整

備 
工事中 

Ａ 
渋谷駅中心五街区

課 
（令和５年度完成予定 計２箇所） 

④ 
建設工事時における騒音、

振動の軽減の指導 
工事業者に対する指導 実施 Ａ 環境整備課 

⑤ 

「渋谷区特定商業施設の立

地調整に関する条例」の運

用 

継続 実施 Ａ 産業観光課 

⑥ 

アスベスト除去・封じ込め

工事業者に対する指導 
継続 実施 Ａ 環境整備課 

区のホームページや、パン

フレット等の活用による、有

害化学物質に関する最新

の情報提供 

継続 実施 Ａ 環境整備課 

既存事業者に対する指

導 
実施 

Ａ 生活衛生課 

監視率 １００％ １００％ 

公共施設における、有害化

学物質の発生が懸念され

る物品等の代替物への更

新（施設内装材や備品等） 

新設・改修の際に導入を

検討 
実施 Ａ 各施設所管課 

 

ダイオキシン類の排出規制

に係る区の方針等を審議

する「渋谷区ダイオキシン

問題等審議会」の開催 

必要に応じ臨時 未実施 Ｅ 環境整備課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

くらし【１－２－１】喫煙ルールの徹底 

 

① 喫煙ルールの徹底 

①ホームページや啓発ポ

スターを利用した喫煙ル

ールの周知徹底 

実施 Ａ 環境整備課 

②分煙対策指導員等に

よる啓発活動 
実施 Ａ 環境整備課 

分煙対策指導員等による

喫煙マナー指導 
６０，３２４件 Ａ 環境整備課 

② 

「渋谷区安全・安心なまち

づくりのための大規模建築

物に関する条例」の運用に

よる喫煙施設設置指導 

建築主に対する指導の

徹底 

実施 

Ａ 環境整備課 
事前相談１件 

③ 
たばこの影響に関する情報

発信 

①たばこの健康への影

響についての啓発リー

フレット配布 

実施 Ａ 地域保健課 

②たばこの健康への影

響について区ホームペ

ージに掲載 

実施 Ａ 地域保健課 

③世界禁煙デー（５／３

１）にあわせた区ニュー

ス記事掲載 

実施 Ａ 地域保健課 

くらし【１－２－２】落書きやシール貼等への対策の推進 

 

① 

区民、来街者（外国人を含

む）に向けた情報発信、普

及啓発 

啓発ポスター等の配布・

掲出 
実施 Ａ 環境整備課 

② 落書き禁止の啓発活動 

①落書き多発地帯への

ポスター掲示 
チラシ配布・掲示、動画配信 Ａ 環境整備課 

②落書き発見の通報周

知 
実施 

Ａ 環境整備課 

通報数 ３００件 ４３３件 

③ 
落書き消去グループの活

動支援 

① 設立 各団体での個別活動 
Ａ 環境整備課 

組織数２０団体 ３８団体 

②人材育成のための講

座の開催 
実施 Ａ 環境整備課 

④ 

「きれいなまち渋谷をみん

なでつくる条例」の運用強

化 

条例に基づく美化活動の

推進 
実施 

Ａ 環境整備課 
地区美化推進委員会数 

１０地区 
１０地区 

「渋谷区自転車等の放置防

止等に関する条例」の運用

による、放置自転車の発生

防止 

 

放置自転車に対する警

告・撤去活動 
実施 Ｂ 交通政策課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

くらし【１－２－３】人にやさしいきれいなまちづくり 

 

① 

渋谷駅周辺地区バリアフリ

ー基本構想の策定及び進

捗状況の公表 

渋谷駅周辺における特定

事業計画の進捗管理及

び確認 

渋谷駅周辺における特定事業

計画の改定 
Ａ 

渋谷駅中心五街

区課 

特定事業の進捗管理 

実施（一部、未実施事業がある

ため継続して進捗管理を実施

予定） 

Ｂ 
渋谷駅中心五街

区課 

② 

公共施設の整備における、

周辺景観と調和する形態、

色彩、素材等の採用によ

る、地域の良好な景観形成

の先導 

継続 先導継続 Ａ 各施設所管課 

みどり・生きもの【２－１－１】みどりと生物多様性の保全 

 

① 

玉川上水旧水路の水環境

の保全及び既存施設等の

景観に配慮した整備（都と

連携） 

実施設計・整備工事 
緑道の実施設計と整備工事の

一部着手 
Ａ 

緑道・道路構造物

課 

② 
保存樹林、樹木指定制度

の継続 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

③ 
公園や緑道、道路上の自

主管理花壇の促進 
継続 実施 Ａ 公園課、道路課 

④ 天然芝生化の推進 

公園の広場等への天然

芝生化 
維持管理件数 １３公園 Ａ 公園課 

区立小学校校庭の天然

芝生化 

実施 

長谷戸小学校（平成２８年度）、

鳩森小学校（令和元年度）、 

千駄谷小学校（令和４年度） 
Ａ 学務課 

実施件数 ３件 現在の維持管理件数 ３件 

⑤ 

自然環境調査の実施 検討 

 

検討継続 

 

Ｃ 環境政策課 

「渋谷区公共建築物等にお

ける木材利用推進方針」に

基づく積極的な木材利用の

推進 

公共建築物の建築、公共

工作物の整備の際に積

極的に木材を利用 

検討継続 Ａ 各施設所管課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

みどり・生きもの【２－２－１】みどりの創出 

 

① 

生垣・壁面・屋上緑化の促

進 

平成２９年度より生垣に

よる緑化強化 
実施 Ａ 環境政策課 

苗木、草花等の無料配布 
公園等自主管理花壇で

配布 
実施 Ａ 公園課 

② 
空間の整備 ３か年度で１箇所整備 未実施（候補地なしのため） Ｃ 

木密・耐震整備

課 

苗木の配布 要望に応じて配布 くみんの広場で配布 Ａ 文化振興課 

③ 

学校や公園等における、緑

化可能性の検討と緑化の

推進 

継続 実施 Ａ 
学務課、公園

課、環境政策課 

④ 

公園等の計画的な整備の

推進 
継続 計画策定完了 Ａ 公園課 

新規整備における壁面・屋

上緑化の推進 

みどりの確保に関する条

例の基準に基づき指導 
実施 Ａ 環境政策課 

⑤ 
道路予定地等の未利用地

の暫定緑化 

暫定緑化の可能箇所が

発生次第実施 
実績（案件）なし Ｅ 

道路課、 

木密・耐震整備

課 

⑥ 

定期的なみどりの調査の

実施 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

みどりの基本計画の改訂 策定予定 実施 Ａ 環境政策課 

みどり・生きもの【２－２－２】みどりの啓発 
 

① 

ふれあい植物センターを

「農と食の地域拠点」とす

る、地域コミュニティの形成 

継続 実施 Ａ 環境政策課 

② 

区外における自然観察会

等の開催の拡充 

宿泊を伴う移動教室の継

続（第４学年） 
移動教室 Ａ 教育指導課 

区内外における市民農園

等の設置の検討 

継続 実施 Ａ 環境政策課 

地域の輪が広がる農園

の整備 
実施 Ａ 

緑道・道路構造

物課 

③ 緑化表彰制度の制定 
実施方法・実施時期等検

討 
未検討 Ｅ 環境政策課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

 

資源・ごみ【３－１－１】食品ロスの削減 

 

① 
食品ロスに関する普及啓

発 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

② 

地域における食品リサイク

ル活動（フードドライブ）の

支援 

継続 実施 Ｂ 清掃リサイクル課 

③ 

エコロジークッキングの普

及啓発 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

生ごみコンポストや生ごみ

処理機のあっせん 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

生ごみコンポストや生ごみ

処理機の購入補助金の導

入 

継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

資源・ごみ【３－１－２】リデュース・リユースを軸とした３Ｒの推進 

 

① 

再生品利用に関する情報

提供 

美竹リユースコーナー 

※不用品情報コーナーは

休止中 

（木製再生家具） 

引取点数    ５０９点 

提供点数    ５７０点 

Ａ 清掃リサイクル課 

リユースプラットフォーム

「おいくら」の活用 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

リサイクル等推進員による

ごみの発生抑制の普及啓

発 

継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

イベント・ホームページ等を

活用した区民・事業者への

働きかけ 

継続 
しぶや・もったいないマーケット

の実施 
Ａ 清掃リサイクル課 

② 

本町リサイクルセンター、

美竹リユースコーナーの運

営 

継続 

木製再生家具 

引取点数 ５０９点 

提供点数 ５７０点 

Ａ 清掃リサイクル課 

リサイクルバザール、しぶ

や・もったいないマーケット

等の情報発信 

継続 
実施（区ニュース、ＨＰ、ツイッ

ターなどで情報発信） 
Ａ 清掃リサイクル課 

リユースプラットフォーム

「おいくら」の活用 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

③ 

集団回収への支援の継続 継続 
実施（回収団体報奨金・補助金

及び消耗品等の支給） 
Ａ 清掃リサイクル課 

拠点回収の充実・拡大 継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

④ 

資源・ごみの分別排出の啓

発 

ホームページ、ごみ・資

源分別アプリ等の活用 
実施 Ａ 清掃リサイクル課 

資源回収に関する各種取

り組みの広報の拡充 

ホームページ、ごみ・資

源分別アプリ等の活用 

区ＨＰ及びＸへの掲載 

区ＨＰでごみの見える化実施 Ａ 清掃リサイクル課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

資源・ごみ【３－１－２】リデュース・リユースを軸とした３Ｒの推進 

 

⑤ 

プラスチックの資源回収 継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

リターナブル容器の導入支

援 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

⑥ ごみの資源化事業の拡充 検討 
４月から食器・調理器具

の常設回収を実施 
Ａ 清掃リサイクル課 

資源・ごみ【３－１－３】事業系ごみ対策の推進 

 

① 

廃棄物の発生抑制及び再

利用促進の指導、処理状

況の確認、把握、管理の指

導 

事業者への適正排出指導 立入指導：５０件 Ａ 清掃リサイクル課 

② 

事業者に対する「再利用に

関する計画」の策定指導 
大規模事業者の再利用促進 

実施（ＷＥＢによる非対

面方式） 

（事業所への立入指導：

５０件） 

Ａ 清掃リサイクル課 

大規模建築物に対する再

利用率８０％規制の徹底 
継続 立入指導：５０件 Ａ 清掃リサイクル課 

③ 
ごみになりやすいものの販

売抑制 

生産者業界への環境に配慮

した製品製造の働きかけ 
未実施 Ｅ 清掃リサイクル課 

④ 意見交換の場づくり 

清掃リサイクル審議会、リサ

イクル等推進員研修会の活

用 

清掃リサイクル審議会： 

７月、２月 

リサイクル等推進員研

修会：１２月 

Ａ 清掃リサイクル課 

資源・ごみ【３－２－１】適正処理の推進 

 

① 

家庭ごみ及び事業系ごみ

の発生抑制と再利用促進 
継続 実施（指導 ５２１件） Ａ 清掃リサイクル課 

ごみ出しルールの徹底 継続 実施（指導 ５２１件） Ａ 清掃リサイクル課 

各家庭におけるごみ量の

把握の促進 
組成調査結果の活用 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

② 

収集方法の更新 継続 実施（５２１件） Ａ 清掃リサイクル課 

清掃車両への低公害車の

導入検討 
継続 検討継続 Ｅ 清掃リサイクル課 

③ 

清掃工場における適正な

燃焼管理、排出ガスの監視

及び測定結果の公表 

【所管】 

中間処理⇒清掃一組 

最終処分⇒東京都 

２３区として引き続き要望する 

継続して要望 Ａ 清掃リサイクル課 

最終処分物からの有害化

学物質の除去 
同上 継続して要望 Ａ 清掃リサイクル課 

清掃工場における焼却灰

の再資源化の推進 
同上 継続して要望 Ａ 清掃リサイクル課 

③ ③ 

事業系ごみは、自己処理

責任の原則に則り、処理手

数料の適正化を図る。 

【事業系ごみ】 

自己処理責任の徹底 
調査・研究 Ａ 清掃リサイクル課 

エネルギー・温暖化対策【４－１－１】気候危機意識の共有 

 
① 

気候変動適応に関する普

及・啓発 
実施方法・実施時期検討 実施 Ａ 環境政策課 

② 
「シブヤ若者気候変動会

議」の継続 
継続 実施 Ａ 環境政策課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

エネルギー・温暖化対策【４－１－２】暮らし・事業活動の脱炭素化 

 

① 

家庭への環境家計簿の普

及、啓発 
区ホームページ等に掲載 実施 Ａ 環境政策課 

省エネ家電買替等支援事

業 
実施 実施 Ａ 環境政策課 

② 

事業所や商店街等におけ

るエネルギー使用削減へ

の取り組みの促進 

継続 実施 

Ａ 環境政策課 商店街に対し、街路灯のＬＥ

Ｄ化に係る費用の一部を補助 
実施２商店街 

③ 

区民、事業者への情報提

供、普及啓発 

再生可能・未利用エネルギ

ーの普及啓発 

区ホームページ等に掲載 実施 Ｂ 環境政策課 

継続 なし Ｅ 各施設所管課 

家庭用燃料電池システム

設置費用助成事業 
実施 実施 Ａ 環境政策課 

再エネ電力調達に関する

普及啓発 
実施 実施 Ａ 環境政策課 

エネルギー・温暖化対策【４－１－３】移動の脱炭素化 

 

① 

自転車通行環境、自転車

駐車場の整備推進 

新規自転車駐車場整備 

実施２か所３２５台 Ａ 交通政策課 新規自転車駐車場整備台数 

５０台 

 

コミュニティサイクルの運営 

コミュニティサイクル事業 の

継続 
継続 

自転車 ７１１台 

ポート   ６２か所 

Ｂ 交通政策課 
自転車 ７００台 

ポート ７０箇所 

 

② コミュニティバスの運行 

環境負荷の少ないコミュ ニ

ティバスの導入検討 
継続 

Ａ 交通政策課 
環境負荷の少ないバス車両

の選定の方向性を検討（電

気・水素・ハイブリット・ＣＮＧ

等） 

継続 

 

③ 

ＺＥＶの導入・普及啓発 

継続 検討継続 Ｅ 環境政策課 

導入の検討 継続 Ａ 

総務課 電気自動車の維持管理 

既保有５台（共用車２台含） 
実施 Ａ 

 
低公害車導入の促進 

中小企業に対し、低公害車購

入のため の融資をあっせん 
あっせん申し込み３件 Ａ 産業観光課 

 
電気自動車等用充電設備

導入助成 

継続 

助成件数４０台 
助成件数 １９台 Ｂ 環境政策課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

エネルギー・温暖化対策【４－２－１】住宅・建物のゼロエミ化 

 

① 

個々のビルや戸建て住宅

における、断熱構造や省エ

ネ型機器、再生可能エネル

ギーの普及啓発 

継続 実施 Ａ 環境政策課 

「建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律」に基

づく届出の受理 

受理件数 １０８件受理 

Ａ 建築課 

再エネ利用促進計画 計画策定 

② 

公共施設における省エネ

ルギーシステムの積極的

導入 

新規・改修の際に導入を検討 検討継続 Ａ 各施設所管課 

渋谷区公共施設等総合管

理計画に基づく施設の長寿

命化計画の整備・管理 

策定・管理（福祉施設や 区

民施設等の一般建物施設） 
実施 Ａ 

資産総合管理課 

各施設所管課 

策定・管理（学校、公営住 宅

等、公園、橋りょう、トンネ 

ル、人工地盤） 

検討継続 Ａ 各施設所管課 

「渋谷区公共建築物等にお

ける木材利用推進方針」に

基づく積極的な木材利用の

推進 

公共建築物の建築、公共工

作物の整備の際に積極的に

木材を利用 

なし Ｅ 各施設所管課 

エネルギー・温暖化対策【４－２－２】都市の脱炭素化 

 

① 

大規模建築物に対する再

利用対象物の保管場所の

設置の指導 

対象事業者への指導 

廃棄物保管場所設置届

出件数 

１５０件 

Ａ 清掃リサイクル課 

大規模建築物に対する再

利用率８０％規制の徹底 
継続 立入指導：５０件 Ａ 清掃リサイクル課 

② 

大規模施設や面的開発に

おける、地域冷暖房への参

加、設備の設置の指導 

相談等に基づく助言 実績（案件）なし Ｅ 環境政策課 

申請に基づき都市計画決定 
地域冷暖房施設の変

更：１件 
Ｅ 都市計画課 

下水道等未利用エネルギ

ーの活用の検討 
検討 検討はしたが進捗なし Ｃ 環境政策課 

③ 

渋谷駅周辺における自動

車の乗入規制をはじめとす

る広域的な取組による自動

車利用の抑制 

駐車場地域ルールによる附

置義務駐車台数の減免 

駐車場地域ルールによ

る附置義務駐車台数の

減免 

Ａ 

渋谷駅中心五街

区課 

減免台数 ３１４台 減免台数 ４０４台 Ａ 

地域荷捌場の整備 
地域荷捌場の供用 ３

箇所 
Ａ 

駐車場ネットワークの整備 工事中 Ａ 

既整備箇所数１箇所 継続 Ａ 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

エネルギー・温暖化対策【４－３－１】風水害への対策 

 

① 

既存・新規公共施設の整備

における、可能な範囲での

浸透面の創出、雨水浸透

設備の導入 

検討 検討継続 Ａ 各施設所管課 

区道の透水性舗装の整備 継続 維持管理の推進 Ａ 道路課 

② 防災情報の提供 継続 実施 Ａ 企画管理課 

③ 
家庭用燃料電池システム

設置費用助成事業 
実施 実施 Ａ 環境政策課 

 
再エネ電力調達に関する

普及啓発 
実施 実施 Ａ 環境政策課 

エネルギー・温暖化対策【４－３－２】暑熱対策・ヒートアイランド対策 

 

① 

開発事業における暑熱対

策 
継続 実施 Ａ 

渋谷駅周辺まち

づくり課、渋谷駅

中心五街区課 

 
街路樹による緑陰形成 

街路樹の計画的な剪定の実

施継続 
実施 Ａ 道路課 

② 
打ち水、クールシェア等の

普及啓発 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

エネルギー・温暖化対策【４－３－３】熱中症・感染症対策 

 

① 
熱中症等に関する普及啓

発 

町会へのチラシ配布、駅前街

頭ビジョンへの掲示及び区ニ

ュース、ホームページへの掲

載 

実施 Ａ 地域保健課 

 

② 
感染症等に関する普及啓

発 

感染症発生の多い時期の前

に、区ニュース、ホームペー

ジへの随時掲載 

インフルエンザ、新型コ

ロナウイルス等につい

て、ホームページで注

意喚起を実施。 

区ニュースでは冬に流

行しやすい感染症につ

いて情報掲載。 

Ａ 地域保健課 

意識【５－１－１】情報発信・広報 

 
① 

環境に関する情報提供（「し

ぶやの環境」等） 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

② 

区民等に対する、ライフスタ

イルの見直し、環境学習へ

の積極的な参加、リサイク

ル、緑化の推進等の環境保

全活動への積極的参加へ

の普及啓発 

継続 実施 Ａ 環境政策課 

環境学習や清掃工場と連携

したイベントの継続 
実施 Ａ 清掃リサイクル課 

ごみ削減量の定期的な見え

る化 

区ホームページへの掲載継

続 
実施 Ａ 清掃リサイクル課 

お花畑プロジェクト（ごみ袋

デザイン） 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

③ 
事業所等に対し環境に配慮

した意識啓発の推進 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

④ 

地球温暖化対策に対する意

識向上についての、区民へ

の効果的な情報発信 

検討・実施 実施 Ａ 環境政策課 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

意識【５－１－２】環境学習・環境教育の推進 

 

①  

渋谷区ふれあい植物センタ

ー等における講座等の実施 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

 シブサスを通じたイベント等

の開催 
継続 実施 Ａ 環境政策課 

 
環境シンポジウム等の開催 

継続 実施 
Ａ 環境政策課 

１回 ２回 

 環境学習車（ごみえるくん）

の活用 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

 しぶや・もったいないマーケ

ットの開催 
継続 実施 Ａ 清掃リサイクル課 

 

② 
学校における環境教育の支

援 

渋谷区一斉清掃の日による

全校の地域清掃を行う。 

実施 Ａ 教育指導課 
「シブヤ未来科」において、Ｓ

ＤＧｓを踏まえた課題を取り上

げ、環境保全への意識向上

を図る。 

 

③ 
体系だったプログラムの構

築（社会教育） 
継続 

区内の大学や区事業に

よる環境学習に関する

公開講座を行うなど、生

涯学習の機会を提供 

Ａ 
学びとスポーツ

課、環境政策課 

意識【５－２－１】行動と協働の促進 

 
① 

シブサス（シブヤサステナブ

ル推進協議会）運営 

運営継続 運営継続 
Ａ 環境政策課 

３回 ３回 

 

② 

事業所や商店街等における

エネルギー使用削減への取

組の促進 

商店街に対し、街路灯のＬＥ

Ｄ化に係る費用の一部を助成 
助成件数８件 Ａ 産業観光課 

 家庭用燃料電池システム設

置費用助成事業 
実施 実施 Ａ 環境政策課 

 
低公害車導入の促進 

中小企業に対し、低公害車購

入のための融資をあっせん 
あっせん申し込み３件 Ａ 産業観光課 

 
電気自動車等用充電設備

導入助成 

継続 

助成件数 助成件数 １９台 Ｂ 環境政策課 

４０台 

 

③ 

アスベスト除去・封じ込め工

事業者に対する指導 
継続 実施 Ａ 環境整備課 

 「渋谷区安全・安心なまちづ

くりのための大規模建築物

に関する条例」の運用による

喫煙施設設置指導 

建築主に対する指導の徹底 実施 Ａ 環境整備課 

 大規模建築物に対する再利

用率８０％規制の徹底 
継続 立入指導：５０件 Ａ 清掃リサイクル課 

 
個々のビルや戸建て住宅に

おける、断熱構造や省エネ

型機器、再生可能エネルギ

ーの普及啓発 

「建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律」に基

づく届出の受理 

実施 

Ａ 建築課 

 
再エネ利用促進計画 計画策定 
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分野 № 取り組み 令和６年度目標 令和６年度実績 評価 担当課 

意識【５－２－１】行動と協働の促進 

 ④ 

環境学習・教育を推進す

る、支援する人材の育成 ・

活用 

渋谷サステナブル・アワ

ード受賞者をシブサスや

イベント等で活用する仕

組みの運用 
実施 A 環境政策課 

環境ファシリテーターとし

て位置づけ 

意識【５－２－２】区役所の率先行動 

 

① 

渋谷区地球温暖化対策 

実行計画 2021（事務事業

編）の推進 

継続 継続 A 環境政策課 

公共施設における省エネ

ルギーシステムの積極的

導入 

新規・改修の際に導入を

検討 
なし E 各施設所管課 

渋谷区公共施設等総合 

管理計画に基づく施設の

個別の長寿命化計画の策

定・管理 

策定・管理（福祉施設や 

区民施設等の一般建物

施設） 
実施 A 

資産総合管理課 

各施設所管課 

策定・管理（学校、公営

住宅等、公園、橋りょう、

トンネル、人工地盤） 

各施設所管課 

「渋谷区公共建築物等にお

ける木材利用推進方針」に

基づく積極的な木材利用

の推進 

公共建築物の建築、公

共工作物の整備の際に

積極的に木材を利用 

なし E 各施設所管課 

② 

区職員への普及啓発 
区内部ホームページ等に

よる普及啓発の実施 
実施 A 環境政策課 

グリーン購入の普及・推進

（調達方針の策定、また、

契約業者への環境に配慮

した運搬方法等の啓発） 

グリーン購入法を踏まえ

た購入 

実施 A 

各所管課 

関係各所との調整 契約課 

文具類ウェブ調達 契約課 

区主催イベント運営におけ

る環境配慮及び普及啓発 

イベント時におけるごみ

のポイ捨てや歩行喫煙

の禁止等の啓発周知 

実施 

A 各所管課 

イベント時のごみの散乱

状況 なし 
なし 

ごみの分別・節電 実施 A 各所管課 
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Ⅵ 環境問題に関わる相談窓口一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境保全に関する啓発・推進について 

○カラスに関する苦情について 

環境政策課環境政策係 

渋谷区宇田川町１－１ 渋谷区役所１２Ｆ 

℡3463－2749 

○騒音と振動その他の公害対策について 

○光化学スモッグの通報について 

環境整備課公害指導係 

渋谷区宇田川町１－１ 渋谷区役所１２Ｆ 

℡3463－2750 

○緑の保全・緑化について 

環境政策課環境政策係 

渋谷区宇田川町１－１ 渋谷区役所１２Ｆ 

℡3463－2749 

ふれあい植物センター 

渋谷区東 2－25－37 

℡5468－1３84 

○水道について 

東京都水道局渋谷営業所 

渋谷区千駄ヶ谷４－３－１５ 

東京都渋谷合同庁舎 

℡5413－5201 

○下水道の悪臭等について 

東京都下水道局渋谷出張所 

渋谷区東 2－13－6 

℡3400－9477 

東京都下水道局中部下水道事務所 

お客さまサービス課 

千代田区大手町２－６－３ 

℡3270－8317 

○カラス・ハトに関する苦情について 

東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当 

新宿区西新宿 2－8－1 第二本庁舎 19Ｆ 

℡5388－3505 

 

○リサイクルの啓発・推進について 

清掃リサイクル課リサイクル推進係 

渋谷区渋谷１－2－17 

℡５467-4073 

○ごみ処理・資源回収について 

渋谷区清掃事務所 

渋谷区渋谷 1－2－17 

℡5467－4300 

本町リサイクルセンター「レインボーほんまち」 

渋谷区本町 1－56－2 

℡3372－1020 

○カラスよけネットについて 

（本文２５ページ参照） 

○環境保全（自動車低公害・低燃費化） 

○資金の融資について 

東京都環境局環境改善部 

自動車環境課低公害化支援担当 

新宿区西新宿 2－8－1 第二本庁舎 20Ｆ 

℡5388－3535 

産業観光課産業振興係 

（中小企業事業資金融資あっせん制度  

低公害車特別資金） 

渋谷区宇田川町１－１ 渋谷区役所７Ｆ 

℡3463－1762 

○環境問題についての資料の閲覧・貸出し 

東京都環境科学研究所資料室 

江東区新砂１－７－５ 

℡3699－1346 

東京都地球温暖化防止活動推進センター 

新宿区西新宿 2－４－１ 新宿ＮＳビル 10F 

℡5990－5061 
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